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　 −97−

　
　
　

　

第
三
十
六
條
　
當
會
社
ノ
負
擔
ニ
歸
ス
ベ
キ
創
立
費
ハ
金
壹
萬
圓
以
内
ト
ス

第
三
十
七
條
　
本
定
款
ニ
規
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
總
テ
商
法
其
他
ノ
法
令
ニ
從
フ
モ

ノ
ト
ス

第
三
十
八
條
　
當
會
社
第
一
期
決
算
ハ
場
合
ニ
依
リ
次
期
計
算
期
ニ
繰
入
レ
計

算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

付
記
：
本
翻
刻
は
、JSPS

科
研
費15K

03028

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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　 −97−

　
　
　

　

第
三
十
六
條
　
當
會
社
ノ
負
擔
ニ
歸
ス
ベ
キ
創
立
費
ハ
金
壹
萬
圓
以
内
ト
ス

第
三
十
七
條
　
本
定
款
ニ
規
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
總
テ
商
法
其
他
ノ
法
令
ニ
從
フ
モ

ノ
ト
ス

第
三
十
八
條
　
當
會
社
第
一
期
決
算
ハ
場
合
ニ
依
リ
次
期
計
算
期
ニ
繰
入
レ
計

算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

付
記
：
本
翻
刻
は
、JSPS

科
研
費15K

03028

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

49 2017−96−

第
二
十
條
　
株
主
ハ
委
任
狀
ヲ
以
テ
他
ノ
出
席
株
主
ヲ
代
理
セ
シ
メ
議
決
權
ヲ

行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
委
任
シ
タ
ル
株
主
ヲ
出
席
員
數
ニ
算
入
ス

第
二
十
一
條
　
株
主
總
會
ノ
議
長
ハ
社
長
之
ニ
任
ス
社
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
専

務
取
締
役
之
ニ
任
シ
専
務
取
締
役
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
取
締
役
之
ニ
任

ズ

第
二
十
二
條
　
株
主
總
會
ノ
決
議
ハ
法
律
ニ
規
定
ア
ル
場
合
ノ
外
出
席
株
主
ノ

議
決
權
ノ
過
半
數
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
可
否
同
數
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
之
ヲ
決

ス

　
　
議
長
ハ
株
主
ト
シ
テ
議
決
權
ノ
行
使
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
二
十
三
條
　
株
主
總
會
ニ
於
テ
議
決
シ
タ
ル
事
項
ハ
決
議
錄
ニ
記
載
シ
議
長

及
ヒ
出
席
株
主
二
名
署
名
捺
印
シ
テ
之
ヲ
當
會
社
ニ
保
存
ス

　
　
　

　

第
二
十
四
條
　
當
會
社
ハ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

　
　
　
一
、
取
締
役
　
　
五
名
以
内

　
　
　
一
、
監
査
役
　
　
二
名
以
内

第
二
十
五
條
　
取
締
役
ハ
當
會
社
ノ
株
式
二
百
株
以
上
監
査
役
ハ
一
百
株
以
上

ヲ
所
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
株
主
總
會
ニ
於
テ
之
ヲ
選
任
ス

第
二
十
六
條
　
取
締
役
ノ
任
期
ハ
滿
三
ヶ
年
、
監
査
役
ノ
任
期
ハ
滿
二
ヶ
ト
ス

　
　
但
シ
任
期
中
ノ
最
終
計
算
期
ニ
關
ス
ル
定
時
株
主
總
會
終
結
前
任
期
滿
了

ノ
場
合
ハ
該
株
主
總
會
ノ
終
結
ニ
至
ル
迄
其
任
期
ヲ
伸
長
ス

第
二
十
七
條
　
役
員
中
缺
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
補
缺
選
擧
ヲ
行
フ
其
補
缺
員

ノ
任
期
ハ
前
任
者
ノ
残
任
期
間
ト
ス

第
二
十
八
條
　
取
締
役
ハ
互
選
ヲ
以
テ
社
長
一
名
、
専
務
取
締
役
一
名
、
常
務

取
締
役
若
干
名
ヲ
置
キ
監
査
役
ハ
互
選
ヲ
以
テ
常
任
監
査
役
一
名
ヲ
置
ク

コ
ト
ヲ
得

第
二
十
九
條
　
社
長
、
専
務
取
締
役
ハ
會
社
ヲ
代
表
ス
社
長
ハ
業
務
ヲ
統
轄
シ

取
締
役
會
ノ
會
長
ト
ナ
ル
専
務
取
締
役
ハ
社
長
ヲ
補
佐
シ
社
長
事
故
ア
ル

ト
キ
ハ
之
ニ
代
ハ
ル

第
三
十
條
　
取
締
役
ハ
在
任
中
其
所
有
ス
ル
株
式
二
百
株
ヲ
監
査
役
ニ
供
託
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、
但
シ
取
締
役
退
任
ス
ル
モ
在
任
中
ノ
決
算
期
ニ
屬
ス
ル

決
算
報
告
ヲ
株
主
總
會
ニ
於
テ
承
認
セ
ル
後
ニ
非
ザ
レ
ハ
之
ヲ
返
還
セ
ズ

第
三
十
一
條
　
取
締
役
會
ノ
決
議
ニ
由
リ
支
配
人
、
相
談
役
及
顧
問
、
囑
託
若

干
名
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
二
條
　
取
締
役
及
ヒ
監
査
役
ノ
報
酬
ハ
株
主
總
會
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ

定
ム

　
　
　

　

第
三マ

マ
十
一
條
　
當
會
社
ノ
計
算
ハ
毎
年
十
二
月
末
日
ヲ
以
テ
決
算
期
ト
ス

第
三
十
四
條
　
當
會
社
ノ
損
益
計
算
ハ
總
収
入
金
ヨ
リ
諸
經
費
損
失
金
及
ヒ
財

産
ノ
償
却
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
ヲ
以
テ
純
益
金
ト
ナ
シ
之
ヲ
左
ノ
如
ク

處
分
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
一
、
法
廷
積
立
金
　
百
分
ノ
五
以
上
　
　
一
、
役
員
賞
與
金
　
百
分
ノ
十
以

内
　
　
　
　
　
一
、
株
主
配
當
金
　
若
干

　
　
但
シ
計
算
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
別
途
積
立
金
又
ハ
後
期
ニ
繰
越
金
ヲ
爲
ス
コ
ト

ヲ
得

第
三
十
五
條
　
株
主
配
當
金
ハ
毎
決
算
期
末
日
ノ
現
在
株
主
ニ
之
ヲ
配
當
ス
ル

モ
ノ
ト
ス
配
當
金
拂
渡
通
知
ノ
日
ヨ
リ
滿
三
ヶ
年
ヲ
經
過
ス
ル
モ
株
主
カ

受
取
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
該
配
當
金
ハ
當
會
社
ノ
所
得
ト
ナ
ス

　 −83−



　 −95−

資

　
　
四
、
前
各
項
ニ
付
帯
ス
ル
一
切
ノ
事
業

第
三
條
　
當
會
社
ハ
本
店
ヲ
東
京
市
ニ
、
營
業
所
ヲ
南
洋
ニ
支
店
又
ハ
出
張
所

ヲ
適
當
ノ
土
地
ニ
設
置
ス

第
四
條
　
當
會
社
ノ
資
本
金
ハ
金
壹
百
萬
圓
也
ト
ス

第
五
條
　
當
會
社
ノ
設
立
期
間
ハ
設
立
ノ
日
ヨ
リ
滿
參
拾
ヶ
年
ト
ス

　
但
シ
株
式
總
會
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
條
　
當
會
社
ノ
公
告
ハ
東
京
市
ニ
於
テ
發
行
ス
ル
中
外
商
業
新
報
ニ
掲
載

ス

　
　
　

　

第
七
條
　
當
會
社
ノ
株
式
ハ
二
萬
株
ト
シ
一
株
ノ
金
額
ヲ
金
五
拾
圓
也
ト
ス

第
八
條
　
株
金
ハ
全
額
ヲ
一
時
拂
込
ム
モ
ノ
ト
ス

第
九
條
　
當
會
社
ノ
株
券
ハ
記
名
式
ト
シ
一
株
券
、
十
株
券
、
百
株
券
ノ
三
種

ト
ス

第
十
條
　
當
會
社
ノ
株
式
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
ニ
因
リ
其
名
儀
書
換
ヲ
求
メ
ン
ト
ス

ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
當
事
者
双
方
連
署
ノ
請
求
書
ニ
株

券
ヲ
添
ヘ
當
會
社
ニ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
一
條
　
相
續
遺
贈
又
ハ
法
律
上
ノ
手
續
ニ
ヨ
リ
株
式
ヲ
取
得
シ
其
名
儀
書

換
ラ
求
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
請
求
書
ニ
株
券

並
ニ
其
事
實
ヲ
證
ス
ベ
キ
書
類
ヲ
添
ヘ
當
會
社
ヘ
差
出
ス
ベ
シ

第
十
二
條
　
株
券
ノ
汚
損
若
ク
ハ
併
合
、
分
割
ノ
爲
メ
新
株
券
ノ
交
付
ヲ
求
メ

ン
ト
ス
ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
精
求
書
ニ
株
券
ヲ
添
ヘ
當

會
社
ヘ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
三
條
　
株
券
ノ
紛
失
又
ハ
滅
失
ニ
因
リ
新
ニ
株
券
ノ
交
付
ヲ
求
メ
ン
ト
ス

ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
手
續
ニ
ヨ
リ
當
會
社
カ
相
當
ト
認
ム
ル
二
名
以

上
ノ
保
證
人
連
署
ノ
書
面
ニ
其
理
由
ヲ
具
シ
テ
當
會
社
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
當

會
社
ハ
前
項
ノ
書
類
ニ
基
キ
請
求
株
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
公
告
シ
公
告
ノ
日

ヨ
リ
二
ヶ
月
ヲ
經
ル
モ
株
券
ヲ
發
見
セ
ズ
且
ツ
異
議
ノ
申
出
テ
ナ
キ
ト
キ

ニ
限
リ
新
株
券
ヲ
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
條
　
新
ニ
株
券
ノ
交
付
請
求
ス
ル
モ
ノ
ハ
手
數
料
ト
シ
テ
新
株
券
一
枚

ニ
付
キ
金
五
拾
銭
、
名
儀
書
換
其
他
更
正
ヲ
請
求
ス
ル
モ
ノ
ハ
株
券
一
枚

ニ
付
キ
金
拾
銭
ヲ
當
會
社
ヘ
支
拂
フ
ベ
シ

第
十
五
條
　
株
主
又
ハ
其
法
定
代
理
人
ハ
住
所
及
ヒ
印
鑑
ヲ
當
會
社
ニ
届
出
ヅ

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
其
變
更
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ
外
國
並
ニ
本
土
以
外
ニ
居
住

ス
ル
株
主
ハ
當
會
社
ヨ
リ
發
送
ス
ル
通
知
又
ハ
催
告
ヲ
受
ク
ル
爲
メ
日
本

國
本
土
内
ニ
假
住
所
又
ハ
代
理
人
ヲ
定
メ
届
出
ゾ
ベ
シ

　
　
前
項
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
爲
メ
生
ジ
タ
ル
一
切
ノ
損
害
ハ
當
會
社
其
責

ニ
任
ゼ
ズ

第
十
六
條
　
當
會
社
ハ
毎
決
算
期
ノ
翌
日
ヨ
リ
定
時
株
主
總
會
終
了
ノ
日
迄
株

式
ノ
名
儀
書
換
ヲ
停
止
ス
臨
時
株
主
總
會
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
豫
メ
公
告
シ
テ
一
定
期
間
株
式
ノ
名
儀
書
換
ヲ
停
止
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

　
　

　

第
十
七
條
　
定
時
株
主
總
會
ハ
毎
年
一
月
之
ヲ
開
キ
臨
時
株
主
總
會
ハ
必
要
ニ

應
ジ
之
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
條
　
株
主
總
會
ニ
於
テ
ハ
豫
メ
通
知
シ
タ
ル
事
項
ノ
外
他
ノ
事
項
ヲ
議

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
九
條
　
株
主
ノ
議
決
權
ハ
所
有
株
式
一
株
ニ
付
キ
一
個
ト
ス
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　 −95−

資

　
　
四
、
前
各
項
ニ
付
帯
ス
ル
一
切
ノ
事
業

第
三
條
　
當
會
社
ハ
本
店
ヲ
東
京
市
ニ
、
營
業
所
ヲ
南
洋
ニ
支
店
又
ハ
出
張
所

ヲ
適
當
ノ
土
地
ニ
設
置
ス

第
四
條
　
當
會
社
ノ
資
本
金
ハ
金
壹
百
萬
圓
也
ト
ス

第
五
條
　
當
會
社
ノ
設
立
期
間
ハ
設
立
ノ
日
ヨ
リ
滿
參
拾
ヶ
年
ト
ス

　
但
シ
株
式
總
會
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
條
　
當
會
社
ノ
公
告
ハ
東
京
市
ニ
於
テ
發
行
ス
ル
中
外
商
業
新
報
ニ
掲
載

ス

　
　
　

　

第
七
條
　
當
會
社
ノ
株
式
ハ
二
萬
株
ト
シ
一
株
ノ
金
額
ヲ
金
五
拾
圓
也
ト
ス

第
八
條
　
株
金
ハ
全
額
ヲ
一
時
拂
込
ム
モ
ノ
ト
ス

第
九
條
　
當
會
社
ノ
株
券
ハ
記
名
式
ト
シ
一
株
券
、
十
株
券
、
百
株
券
ノ
三
種

ト
ス

第
十
條
　
當
會
社
ノ
株
式
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
ニ
因
リ
其
名
儀
書
換
ヲ
求
メ
ン
ト
ス

ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
當
事
者
双
方
連
署
ノ
請
求
書
ニ
株

券
ヲ
添
ヘ
當
會
社
ニ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
一
條
　
相
續
遺
贈
又
ハ
法
律
上
ノ
手
續
ニ
ヨ
リ
株
式
ヲ
取
得
シ
其
名
儀
書

換
ラ
求
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
請
求
書
ニ
株
券

並
ニ
其
事
實
ヲ
證
ス
ベ
キ
書
類
ヲ
添
ヘ
當
會
社
ヘ
差
出
ス
ベ
シ

第
十
二
條
　
株
券
ノ
汚
損
若
ク
ハ
併
合
、
分
割
ノ
爲
メ
新
株
券
ノ
交
付
ヲ
求
メ

ン
ト
ス
ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
書
式
ニ
依
ル
精
求
書
ニ
株
券
ヲ
添
ヘ
當

會
社
ヘ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
三
條
　
株
券
ノ
紛
失
又
ハ
滅
失
ニ
因
リ
新
ニ
株
券
ノ
交
付
ヲ
求
メ
ン
ト
ス

ル
株
主
ハ
當
會
社
所
定
ノ
手
續
ニ
ヨ
リ
當
會
社
カ
相
當
ト
認
ム
ル
二
名
以

上
ノ
保
證
人
連
署
ノ
書
面
ニ
其
理
由
ヲ
具
シ
テ
當
會
社
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
當

會
社
ハ
前
項
ノ
書
類
ニ
基
キ
請
求
株
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
公
告
シ
公
告
ノ
日

ヨ
リ
二
ヶ
月
ヲ
經
ル
モ
株
券
ヲ
發
見
セ
ズ
且
ツ
異
議
ノ
申
出
テ
ナ
キ
ト
キ

ニ
限
リ
新
株
券
ヲ
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
條
　
新
ニ
株
券
ノ
交
付
請
求
ス
ル
モ
ノ
ハ
手
數
料
ト
シ
テ
新
株
券
一
枚

ニ
付
キ
金
五
拾
銭
、
名
儀
書
換
其
他
更
正
ヲ
請
求
ス
ル
モ
ノ
ハ
株
券
一
枚

ニ
付
キ
金
拾
銭
ヲ
當
會
社
ヘ
支
拂
フ
ベ
シ

第
十
五
條
　
株
主
又
ハ
其
法
定
代
理
人
ハ
住
所
及
ヒ
印
鑑
ヲ
當
會
社
ニ
届
出
ヅ

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
其
變
更
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ
外
國
並
ニ
本
土
以
外
ニ
居
住

ス
ル
株
主
ハ
當
會
社
ヨ
リ
發
送
ス
ル
通
知
又
ハ
催
告
ヲ
受
ク
ル
爲
メ
日
本

國
本
土
内
ニ
假
住
所
又
ハ
代
理
人
ヲ
定
メ
届
出
ゾ
ベ
シ

　
　
前
項
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
爲
メ
生
ジ
タ
ル
一
切
ノ
損
害
ハ
當
會
社
其
責

ニ
任
ゼ
ズ

第
十
六
條
　
當
會
社
ハ
毎
決
算
期
ノ
翌
日
ヨ
リ
定
時
株
主
總
會
終
了
ノ
日
迄
株

式
ノ
名
儀
書
換
ヲ
停
止
ス
臨
時
株
主
總
會
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
豫
メ
公
告
シ
テ
一
定
期
間
株
式
ノ
名
儀
書
換
ヲ
停
止
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

　
　

　

第
十
七
條
　
定
時
株
主
總
會
ハ
毎
年
一
月
之
ヲ
開
キ
臨
時
株
主
總
會
ハ
必
要
ニ

應
ジ
之
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
條
　
株
主
總
會
ニ
於
テ
ハ
豫
メ
通
知
シ
タ
ル
事
項
ノ
外
他
ノ
事
項
ヲ
議

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
九
條
　
株
主
ノ
議
決
權
ハ
所
有
株
式
一
株
ニ
付
キ
一
個
ト
ス
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一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
内
外
諸
税
金

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
醫
師
雇
入
及
藥
品
等
ノ
衛
生
費

　
　
一
金
五
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
船
舶
船
具
機
械
修
理
費

　
　
一
金
四
拾
五
萬
圓
也
　
　
　
　
漁
夫
七
百
五
拾
人
分
給
料
一
人
六
百
圓
也

　
　
一
金
參
萬
五
千
圓
也
　
　
　
　
重
役
社
員
技
術
員
俸
給

　
　
一
金
貳
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
船
長
、
機
關
士
、
支
配
者
手
當

　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
工
場
經
費
及
ヒ
通
信
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
旅
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
他
　
　
　
　
　
　
本
社
及
ヒ
營
業
所
經
費

　
　
一
金
九
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
固
定
資
金
銷
却

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
船
舶
保
險
料

　
　
一
金
參
萬
圓
他
　
　
　
　
　
　
雑
費
︵
祭
禮
祝
賀
費
ヲ
含
ム
︶

　
　

　
一
金
四
拾
八
萬
七
千
四
百
圓
也
　
　
壹
ヶ
年
利
益
金

　
　
　
　
　
　

　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
　
　
創
立
費
消
却

　
　
　
　
　
　

　
一
金
四
拾
七
萬
七
千
四
百
圓
也
　
　
壹
ヶ
年
純
益
金

　
　
　
　
　
　

分

　
一
金
四
拾
七
萬
七
千
四
百
圓
也
　
　
壹
ヶ
年
純
益
金

　
　
此
ノ
處
分
左
ノ
如
シ

　
　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
法
定
積
立
金

　
　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
別
途
積
立
金

　
　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
從
業
員
救
濟
積
立
金

　
　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
重
役
賞
與
金

　
　
　
一
金
參
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
　
株
式
配
當
︵
年
參
割
︶

　
　
　
一
金
五
萬
七
千
四
百
圓
也
　
　
後
期
繰
越
金

　
　
　
　
　
　
　

考

　
以
上
ノ
収
入
ハ
最
低
限
ヲ
目
論
見
シ
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
優
ニ
一
隻
貳
拾
萬
圓
也

ノ
漁
獲
ハ
見
込
得
ラ
レ
ル
。
即
チ
内
地
ノ
優
良
漁
船
ノ
二
倍
、
普
通
漁
船
ノ
四

倍
収
穫
ハ
旣
ニ
實
驗
ノ
教
フ
ル
所
ニ
シ
テ
、
魚
群
ノ
過
多
ナ
ル
ト
漁
場
距
離
ノ

近
キ
理
由
ニ
基
ク
結
果
ト
シ
テ
、
或
ハ
夫
レ
以
上
ヲ
是
認
シ
得
ラ
レ
ル
モ
ノ
ト

信
ズ
。
又
雑
収
入
モ
輕
視
シ
能
ハ
ヌ
モ
ノ
ア
リ
、
漁
場
ノ
持
續
運
命
ニ
付
テ
ハ

無
限
ナ
リ
ト
思
フ
、
調
査
ヲ
遂
ゲ
シ
分
ガ
約
八
拾
五
萬
平
方
海
里
ニ
シ
テ
臺
灣
、

鹿
児
島
間
ノ
漁
場
ノ
十
五
倍
大
ナ
リ
。
更
ニ
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
ノ
南
北
ヲ
東
ス
ル

ニ
實
ニ
無
限
ニ
シ
テ
將
來
永
遠
ノ
漁
場
ナ
リ
ト
ス
。
一
般
營
業
費
ハ
日
本
ノ
内

地
業
ニ
比
シ
敢
テ
差
別
ナ
ク
、
殊
ニ
餌
料
ハ
安
價
ニ
入
手
シ
得
ベ
ク
、
米
價
又

廉
ニ
シ
テ
頗
ル
有
利
ナ
リ
。
只
漁
夫
報
酬
ノ
ミ
ハ
遠
征
ノ
爲
メ
增
額
ス
ル
ハ
止

ム
ヲ
得
ズ

社

　
　
　

一
　

第
一
條
　
當
會
社
ハ
南
洋
漁
業
株
式
會
社
ト
稱
ス

第
二
條
　
當
會
社
ハ
左
ノ
業
務
ヲ
營
ム
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

　
　
一
、
漁
業

　
　
二
、
水
産
物
ノ
製
造
加
工
販
賣

　
　
三
、
各
種
ノ
漁
業
水
産
加
工
事
業
並
ニ
之
ニ
關
聯
ス
ル
事
業
ニ
對
ス
ル
投

　 −85−



　 −93−

ナ
ク
、
海
上
ノ
危
險
皆
無
ナ
ル
ヲ
告
グ
ル
ニ
足
リ
、
故
ニ
營
業
上
突
發
的
ノ

損
害
ヲ
來
ス
ノ
虞
レ
ナ
キ
ハ
至
幸
ナ
リ
ト
ス
。
漁
場
沿
岸
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
全

ク
慮
ル
ニ
足
ラ
ズ
、
氣
温
ハ
又
比
較
的
高
カ
ラ
ス
シ
テ
海
上
ノ
業
ニ
適
當
セ

ル
ハ
正
ニ
天
賦
ノ
賜
ナ
リ
ト
ス

八
、
漁
獲
物
ノ
處
理
　
漁
獲
物
ハ
船
内
ノ
氷
水
ニ
貯
藏
シ
零
度
ヲ
標
準
ト
シ

航
行
シ
ツ
ゝ
ア
ル
ヲ
以
テ
鮮
魚
販
賣
ニ
便
宜
ナ
リ
、
從
來
南
洋
ニ
於
テ
ハ
輸

送
機
關
ナ
キ
ヲ
以
テ
鮮
魚
ノ
賣
買
行
ハ
レ
ザ
リ
シ
ガ
、
吾
漁
船
ヲ
以
テ
之
ヲ

輸
送
ス
ル
時
ハ
之
ガ
販
賣
モ
亦
有
望
ナ
リ
ト
信
ズ
。
メ
ナ
ー
ド
附
近
ノ
實
驗

ニ
徴
シ
マ
カ
ツ
サ
―
シ
ユ
ラ
バ
ヤ
ー
等
ニ
運
搬
ス
ル
ニ
於
テ
更
ニ
有
望
ナ
リ
。

其
他
鮪
魚
ハ
罐
詰
ト
ナ
シ
歐
米
ニ
、
鰹
節
ハ
主
ニ
日
本
内
地
ニ
輸
送
シ
適
當

ニ
販
賣
サ
ル
ゝ
モ
ノ
ト
ス

一
金
壹
百
萬
圓
也
　
　
　
　
　
拂
込
資
本
金

　
　
此
株
式
數
貳
萬
株
　
　
　
一
株
ノ
金
額
金
五
拾
圓
也

　
　
拂
込
壹
株
ニ
付
金
五
拾
圓
也

一
金
壹
百
萬
圓
也
　
　
　
　
　
起
業
資
金

　
　
　
内
譯

　
　
一
金
參
拾
萬
圓
也
　
　
　
發
動
機
船
拾
艘
代
壹
隻
參
萬
圓
也

　
　
一
金
貳
萬
五
千
圓
也
　
　
鰹
節
製
造
工
場
及
營
業
所

　
　
一
金
貳
拾
壹
萬
圓
也
　
　
漁
夫
製
造
人
貸
付
金
壹
人
參
百
圓
宛
七
百
人
分

　
　
一
金
貳
萬
圓
也
　
　
　
　
入
國
税
壹
人
百
圓
貳
百
人
分

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
餌
魚
業
費

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
罐
詰
製
造
機
械
一
式

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
製
氷
機
械
一
式

　
　
一
金
拾
貳
萬
五
千
圓
也
　
營
業
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
本
支
店
及
ヒ
出
張
所
設
備
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
創
立
費

　

入　

　

一
金
壹
百
五
拾
九
萬
圓
也
　
　
壹
ヶ
年
總
収
入
金

　
　
　
　
内
譯

　
　
一
金
貳
拾
萬
圓
也
　
　
　
生
魚
販
賣
參
拾
萬
貫
壹
貫
七
拾
銭
替

　
　
一
金
拾
八
萬
圓
也
　
　
　
罐
詰
原
料
參
拾
萬
貫
壹
貫
六
拾
銭
替

　
　
一
金
壹
百
貳
拾
萬
圓
也
　
鰹
節
貳
拾
萬
貫
拾
貫
六
拾
圓
替

　
　
一
金
　
　
　
圓
也
　
　
　
政
府
補
助
金

　

　

　

一
金
壹
百
拾
萬
貳
千
六
百
圓
也
　
　
總
支
出
金

　
　
　
　
内
譯

　
　
一
金
九
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
重
油
代

　
　
一
金
四
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
機
械
油
壹
萬
罐
代

　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
製
氷
費

　
　
一
金
貳
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
入
國
税
金

　
　
一
金
六
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
餌
魚
業
費

　
　
一
金
八
萬
七
千
六
百
圓
也
　
　
食
料
壹
人
壹
日
參
拾
銭
八
百
人
分

︵
漁
夫
五
百
五
拾
人
、
製
造
人
百
五
拾
人
、

餌
魚
夫
五
拾
人
、
其
他
五
拾
人
︶
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ナ
ク
、
海
上
ノ
危
險
皆
無
ナ
ル
ヲ
告
グ
ル
ニ
足
リ
、
故
ニ
營
業
上
突
發
的
ノ

損
害
ヲ
來
ス
ノ
虞
レ
ナ
キ
ハ
至
幸
ナ
リ
ト
ス
。
漁
場
沿
岸
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
全

ク
慮
ル
ニ
足
ラ
ズ
、
氣
温
ハ
又
比
較
的
高
カ
ラ
ス
シ
テ
海
上
ノ
業
ニ
適
當
セ

ル
ハ
正
ニ
天
賦
ノ
賜
ナ
リ
ト
ス

八
、
漁
獲
物
ノ
處
理
　
漁
獲
物
ハ
船
内
ノ
氷
水
ニ
貯
藏
シ
零
度
ヲ
標
準
ト
シ

航
行
シ
ツ
ゝ
ア
ル
ヲ
以
テ
鮮
魚
販
賣
ニ
便
宜
ナ
リ
、
從
來
南
洋
ニ
於
テ
ハ
輸

送
機
關
ナ
キ
ヲ
以
テ
鮮
魚
ノ
賣
買
行
ハ
レ
ザ
リ
シ
ガ
、
吾
漁
船
ヲ
以
テ
之
ヲ

輸
送
ス
ル
時
ハ
之
ガ
販
賣
モ
亦
有
望
ナ
リ
ト
信
ズ
。
メ
ナ
ー
ド
附
近
ノ
實
驗

ニ
徴
シ
マ
カ
ツ
サ
―
シ
ユ
ラ
バ
ヤ
ー
等
ニ
運
搬
ス
ル
ニ
於
テ
更
ニ
有
望
ナ
リ
。

其
他
鮪
魚
ハ
罐
詰
ト
ナ
シ
歐
米
ニ
、
鰹
節
ハ
主
ニ
日
本
内
地
ニ
輸
送
シ
適
當

ニ
販
賣
サ
ル
ゝ
モ
ノ
ト
ス

一
金
壹
百
萬
圓
也
　
　
　
　
　
拂
込
資
本
金

　
　
此
株
式
數
貳
萬
株
　
　
　
一
株
ノ
金
額
金
五
拾
圓
也

　
　
拂
込
壹
株
ニ
付
金
五
拾
圓
也

一
金
壹
百
萬
圓
也
　
　
　
　
　
起
業
資
金

　
　
　
内
譯

　
　
一
金
參
拾
萬
圓
也
　
　
　
發
動
機
船
拾
艘
代
壹
隻
參
萬
圓
也

　
　
一
金
貳
萬
五
千
圓
也
　
　
鰹
節
製
造
工
場
及
營
業
所

　
　
一
金
貳
拾
壹
萬
圓
也
　
　
漁
夫
製
造
人
貸
付
金
壹
人
參
百
圓
宛
七
百
人
分

　
　
一
金
貳
萬
圓
也
　
　
　
　
入
國
税
壹
人
百
圓
貳
百
人
分

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
餌
魚
業
費

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
罐
詰
製
造
機
械
一
式

　
　
一
金
拾
萬
圓
也
　
　
　
　
製
氷
機
械
一
式

　
　
一
金
拾
貳
萬
五
千
圓
也
　
營
業
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
本
支
店
及
ヒ
出
張
所
設
備
費

　
　
一
金
壹
萬
圓
也
　
　
　
　
創
立
費

　

入　

　

一
金
壹
百
五
拾
九
萬
圓
也
　
　
壹
ヶ
年
總
収
入
金

　
　
　
　
内
譯

　
　
一
金
貳
拾
萬
圓
也
　
　
　
生
魚
販
賣
參
拾
萬
貫
壹
貫
七
拾
銭
替

　
　
一
金
拾
八
萬
圓
也
　
　
　
罐
詰
原
料
參
拾
萬
貫
壹
貫
六
拾
銭
替

　
　
一
金
壹
百
貳
拾
萬
圓
也
　
鰹
節
貳
拾
萬
貫
拾
貫
六
拾
圓
替

　
　
一
金
　
　
　
圓
也
　
　
　
政
府
補
助
金

　

　

　

一
金
壹
百
拾
萬
貳
千
六
百
圓
也
　
　
總
支
出
金

　
　
　
　
内
譯

　
　
一
金
九
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
重
油
代

　
　
一
金
四
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
機
械
油
壹
萬
罐
代

　
　
一
金
參
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
製
氷
費

　
　
一
金
貳
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
入
國
税
金

　
　
一
金
六
萬
圓
也
　
　
　
　
　
　
餌
魚
業
費

　
　
一
金
八
萬
七
千
六
百
圓
也
　
　
食
料
壹
人
壹
日
參
拾
銭
八
百
人
分

︵
漁
夫
五
百
五
拾
人
、
製
造
人
百
五
拾
人
、

餌
魚
夫
五
拾
人
、
其
他
五
拾
人
︶
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文

社

文

　
我
國
に
於
け
る
水
産
業
の
重
要
産
業
た
る
や
論
を
俟
た
ざ
る
所
に
し
て
、
其

産
額
に
於
て
技
術
に
於
て
優
越
の
地
歩
を
有
し
、
國
民
性
の
是
に
適
當
せ
る
こ

と
は
世
界
中
に
比
を
見
ざ
る
所
た
る
を
以
て
、
斯
業
は
將
來
に
於
て
も
殆
ど
吾

國
人
の
専
有
業
な
り
と
極
言
す
る
を
得
べ
し
。

　
今
や
魚
肉
は
人
類
の
主
要
食
物
と
し
て
、
世
界
的
に
其
供
給
の
度
を
增
加
し

つ
ゝ
あ
る
が
故
に
漁
業
の
前
途
は
益
々
有
望
の
域
に
達
し
た
り
。
此
時
に
當
り

吾
人
は
魚
族
の
最
豊
富
な
る
南
洋
に
向
つ
て
率
先
邁
進
し
、
以
て
其
寶
藏
を
占

有
せ
ん
と
す
。
然
も
南
洋
の
地
た
る
や
氣
候
暖
か
な
る
を
以
て
、
漁
業
に
適
し

且
無
風
地
帯
に
し
て
絶
對
に
暴
風
の
危
險
な
き
が
故
に
營
業
の
安
全
を
保
證
し

得
べ
く
、
事
業
の
發
達
期
し
て
俟
つ
べ
き
な
り
。
遇
々
體
驗
と
趣
味
と
熱
と
の

所
有
者
に
し
て
、
我
國
唯
一
の
南
洋
漁
業
家
に
し
て
衆
議
院
議
員
た
る
原
耕
氏

は
第
一
線
に
立
つ
て
自
ら
指
導
し
、
赤
誠
を
以
て
其
業
務
に
當
ら
ん
と
す
故
に

之
が
目
的
を
達
せ
ん
こ
と
火
を
睹
る
よ
り
も
明
か
な
り
と
云
ふ
べ
し
。

　
吾
人
は
茲
に
氏
と
共
に
最
も
確
實
な
る
採
算
の
下
に
此
事
業
を
企
劃
し
敢
て

過
誤
な
き
を
期
す
。
江
湖
の
諸
彦
幸
に
賛
同
を
與
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

　
昭
和
三
年
十
一
月
御
大
典
記
念
の
時

　
發
　
起
　
人

一
、
當
會
社
ノ
商
號
　
當
會
社
ハ
南
洋
漁
業
株
式
會
社
ト
稱
ス

二
、
會
社
ノ
總
本
資
金
　
當
會
社
ノ
總
資
本
金
ハ
金
壹
百
萬
圓
也

　
　
此
株
數
貳
萬
株
、
壹
株
ノ
金
額
五
拾
圓
也

三
、
會
社
ノ
目
的
　
當
會
社
ハ
左
記
ノ
業
務
ヲ
營
ム
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

　
１
、
鰹
魚
、
鮪
魚
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他
ノ
漁
業

　
２
、
水
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ノ
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工
販
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３
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製
氷
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他
各
種
漁
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ノ
加
工
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關
聯
ス
ル
事
業
ニ
對
ス
ル
投
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４
、
前
各
項
ニ
附
帯
ス
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ノ
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ノ
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ハ
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ヲ
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營
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ニ
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應
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ヲ
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ヒ
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ヲ
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ノ
製
品
加
工
等
ヲ
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ラ
ユ
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富
ナ
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ヲ
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テ
遂
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ノ
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ヲ
兼
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ス
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足
リ
、
近
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將
來
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於
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水
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ノ
名
實
ヲ
全
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友
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ト
共
ニ
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進
ヲ
期
シ
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盛
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比
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ノ
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部
ヨ
リ
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進
ス
ル
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ダ
ー
海
ノ
如
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ハ
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レ
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る
ゝ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
共
の
先
驅
し
ま
す
船
一
隻
は
勿
論
會
社
に

買
収
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
乗
込
の
漁
友
諸
君
が
出
發
せ
ら
る
ゝ
に
際
し
ま

し
て
も
、
留
守
家
族
の
御
心
配
な
さ
ら
ぬ
様
に
旅
費
と
言
は
ず
、
報
酬
と
言
は

ず
相
當
に
會
社
か
ら
支
拂
い
た
し
ま
す
の
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
南
洋
行

六
百
圓
以
上
の
御
約
束
を
履
行
致
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
根
據
地
に
於
け
る
種
々
な
る
設
備
が
出
來
ま
す
れ
ば
、
愈
々
全
員

を
擧
げ
て
彼
地
に
参
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
全
員
と
は
本
来
は
十
隻
の
見
込
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
残
り
の
九
隻
に
な
り
ま
す
。
之
は
旣
成
船
即
ち
船
員
の
揃
ひ

の
船
を
賣
つ
て
貰
ふ
積
り
で
あ
り
ま
す
。
若
し
や
賣
船
が
無
い
か
或
は
又
方
外

の
高
價
で
あ
る
爲
め
、
手
に
入
ら
な
い
時
は
、
新
た
に
献
立
し
て
も
宜
ろ
し
い

の
で
あ
り
ま
す
。
船
は
全
國
に
澤
山
あ
り
ま
す
。
現
に
鳥
羽
に
は
デ
ー
ゼ
ル
機

附
新
造
船
が
二
隻
も
存
在
し
て
居
り
ま
す
様
な
譯
で
あ
り
ま
す
し
、
又
漁
友
も

敢
へ
て
居
な
い
譯
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
更
に
手
に
入
ら
な
い
場
合
に
は
、
會
社

は
來
春
か
ら
增
加
さ
せ
て
も
宜
ろ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
成
程
吾
々
と
し
て
は
一
日
も
早
く
盛
大
に
開
始
し
て
活
動
致
し
た
き
事
は
固

よ
り
望
む
所
で
あ
り
ま
す
が
、
事
業
と
云
ふ
事
柄
を
考
へ
ま
す
時
は
、
南
洋
の

漁
業
は
永
久
の
事
業
で
あ
り
、
末
代
ま
で
の
仕
事
と
存
じ
ま
す
か
ら
、
今
此
處

で
半
年
や
一
年
を
争
ふ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
處
ま
で
も
確
實
な
る
採
算
の

下
に
進
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
故
に
差
し
當
り
其
の
集
め
得
た
だ
け
の
船
を
以

つ
て
營
業
致
し
ま
す
。
幸
に
豫
定
通
り
の
船
が
得
ら
れ
ま
す
れ
ば
非
常
に
仕
合

せ
で
あ
り
ま
す
。

　
諸
君
今
や
資
本
家
の
出
資
を
得
ま
し
て
、
吾
人
が
安
全
に
而
か
も
有
利
に
働

き
得
る
舞
臺
が
出
來
ま
し
た
事
は
、
獨
り
吾
々
仲
間
の
幸
福
た
る
の
み
な
ら
ず
、

社
會
全
般
の
仕
合
せ
で
あ
り
ま
す
。
近
く
は
我
が
縣
の
幸
福
で
あ
り
ま
す
。
而

し
て
必
ず
や
茲
に
經
濟
的
大
發
展
の
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
南

洋
漁
業
が
我
が
縣
人
に
依
つ
て
先
驅
せ
ら
れ
、
吾
々
に
依
つ
て
第
一
の
収
穫
を

得
る
こ
と
は
實
に
痛
快
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
何
と
申
し
て
も
目
的
を

達
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
有
終
の
美
を
見
る
こ
と
が
肝
要
て
あ
り
ま
す
。

多
く
の
資
本
が
要
せ
ら
れ
た
だ
け
夫
だ
け
、
漁
獲
に
於
て
も
充
分
な
る
成
績
を

擧
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
故
に
此
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
諸
君
は
固
よ

り
、
先
輩
諸
賢
の
絶
大
な
る
御
同
情
と
御
指
導
と
を
求
む
る
の
外
は
御
座
い
ま

せ
ん
。

　
願
く
ば
諸
君
及
び
先
輩
の
御
後
援
に
依
り
ま
し
て
、
彼
の
印
度
洋
以
東
、
南

濠
洲
に
至
る
ま
で
、
我
が
國
に
於
て
水
産
上
の
制
海
權
を
握
り
、
其
の
無
盡
藏

な
る
海
洋
の
寶
庫
を
開
き
、
以
つ
て
水
産
立
國
の
實
を
擧
げ
て
、
陛
下
の
赤
子

に
お
互
漁
友
あ
り
の
忠
誠
を
認
め
て
頂
く
様
に
、
奮
勵
努
力
致
し
た
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。
是
非
共
此
の
偉
大
な
る
國
家
問
題
、
此
の
大
政
治
問
題
大
經
濟
問

題
を
解
決
せ
し
め
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
諸
君
、
私
の
意
の
あ
る
所
を
諒
と
せ
ら
れ
ん
事
を
茲
に
謹
ん
で
一
言
申
上
げ

御
參
考
に
供
し
ま
す
の
て
御
座
い
ま
す
。

東
京
市
京
橋
區
築
地
三
丁
目
　
有
明
館
に
於
て
　
　
　
　

昭
和
四
年
二
月

原
　
耕

　
日
本
良
い
國
南
を
う
け
て

　
　
濠
洲
あ
ら
し
が
そ
よ
そ
よ
と
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る
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會
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し
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濠
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ま
す
。

　
斯
様
に
し
て
南
洋
に
於
け
る
有
ら
ゆ
る
天
與
の
富
源
を
開
拓
す
る
こ
と
は
、

實
に
吾
等
日
本
人
の
使
命
で
あ
り
ま
し
て
、
眞
に
國
を
思
ふ
人
々
の
正
に
努
む

べ
き
途
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
是
即
ち
我
が
國
現
時
の
國
難
解
決
の
最
良
策
で

あ
つ
て
、
而
か
も
國
運
發
展
の
第
一
捷
徑
で
あ
る
と
斷
言
す
る
こ
と
が
出
來
る

の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
き
は
各
人
の
福
利
を
增
進
す
る
と
同
時
に
國
家
に
亦

貢
献
す
る
事
と
な
り
ま
す
の
で
、
憂
國
の
士
の
正
に
採
る
べ
き
道
な
り
と
考
へ

ら
れ
ま
す
。

　
さ
れ
ば
世
を
思
ひ
、
國
家
を
思
ふ
人
士
よ
、
吾
等
と
志
を
同
じ
う
す
る
諸
君

よ
、
何
卒
來
つ
て
此
の
雄
々
し
き
南
洋
遠
征
の
壯
途
に
加
盟
せ
ら
れ
よ
。
南
洋

常
夏
の
樂
園
、
椰
子
の
樹
陰
微
風
そ
よ
吹
く
天
下
の
好
境
は
、
今
し
も
諸
君
の

來
る
こ
と
を
待
つ
て
居
り
ま
す
。
い
ざ
行
か
ん
、
海
國
男
児
よ
日
章
旗
を
舳
に

高
く
掲
げ
て
、
勇
ま
し
く
舟
出
せ
ん
。
御
國
の
爲
め
に
、
世
界
水
産
界
の
爲
め

に
、
日
東
男
児
奮
起
せ
ら
れ
よ
。
而
し
て
吾
等
の
活
躍
振
り
を
世
界
に
示
し
、

我
が
帝
國
の
名
誉
を
四
海
に
輝
か
さ
ん
。
太
平
洋
水
産
界
の
覇
權
を
握
る
こ
と

は
、
吾
等
大
和
民
族
の
本
懐
で
あ
り
、
又
名
誉
で
あ
り
ま
す
。
國
運
發
展
の
先

陣
た
る
こ
と
無
上
の
光
榮
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
ざ
諸
君
、
陛
下
の
赤
子
た

る
の
本
分
を
盡
し
、
報
國
の
責
務
を
果
た
す
べ
く
勇
往
邁
進
い
た
し
ま
せ
う
。

　
右
は
私
の
思
ふ
處
の
一
端
を
赤
心
か
ら
披
瀝
致
し
ま
し
て
、
皆
様
の
熱
誠
な

る
愛
國
心
と
熱
烈
な
る
意
氣
と
に
訴
へ
ま
し
て
、
誠
心
誠
意
御
共
鳴
の
程
を
御

願
申
上
ぐ
る
次
第
で
御
座
い
ま
す
。

　
因
み
に
私
は
諸
準
備
を
整
へ
ま
し
て
、
帝
國
議
會
閉
會
後
直
ち
に
南
洋
に
赴

き
ま
し
て
、
根
據
地
を
定
め
諸
般
の
設
備
を
な
し
、
又
種
々
な
る
交
渉
等
を
濟

ま
せ
ま
し
て
、
一
旦
日
本
に
歸
國
し
て
參
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
更
に
出
發
の
準

備
完
成
次
第
、
全
員
を
擧
げ
て
勇
ま
し
く
愈
々
南
洋
遠
征
の
壯
途
に
向
ふ
豫
定

で
あ
り
ま
す
。

　
尚
詳
し
く
申
し
ま
す
れ
ば
、
四
月
の
初
め
に
製
氷
機
械
据
付
の
人
及
び
製
造

工
場
や
船
揚
場
建
築
側
の
者
、
或
は
資
本
家
代
表
の
方
、
馬
來
語
の
通
辨
等
の

人
々
が
汽
船
便
に
て
、
南
洋
セ
レ
ベ
ス
島
の
メ
ナ
ー
ド
市
ま
で
行
か
れ
ま
す
の

で
、
私
は
鰹
船
に
乗
り
込
み
、
一
隻
だ
け
先
驅
と
し
て
出
發
致
し
ま
す
。
而
し

て
メ
ナ
ー
ド
に
於
て
前
記
一
行
の
者
と
會
合
致
す
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

此
處
に
於
て
前
記
の
一
行
の
者
を
私
共
の
船
に
同
乗
せ
し
め
ま
し
て
、
目
的
の

根
據
地
に
向
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
此
の
根
據
地
の
選
定
に
は
私
も
非
常
に
苦
心
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
と

な
れ
ば
鰹
の
漁
場
は
至
る
所
豊
富
で
あ
り
ま
す
が
、
餌
魚
は
網
場
と
し
て
充
分

で
あ
る
や
否
や
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
り
、
又
生マ

マ巣
揚
所
等
の
事
も
伴
ふ
の
で
、

根
據
地
を
定
む
る
に
は
之
等
の
点
を
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
又
根
據
地
と
し

て
は
飮
料
水
の
適
當
な
る
場
所
で
あ
り
、
製
氷
に
便
利
な
所
で
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
更
に
又
船
揚
所
と
し
て
は
砂
濱
の
存
在
を
要
し
ま
す
る
し
、
港
灣
に

は
桟
橋
の
有
無
等
、
市
街
に
向
か
つ
て
は
日
常
生
活
に
必
要
な
る
要
件
を
具
備

す
る
や
否
や
を
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
他
根
據
地
と
し
て
は
鮮
魚
輸
送
販
賣

地
へ
の
距
離
に
就
て
も
考
ふ
る
必
要
が
あ
り
、
更
に
將
來
濠
洲
に
南
し
、
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
を
迂
回
し
て
事
業
が
益
々
發
展
す
る
場
合
の
事
を
も
今
か
ら
考
慮
し
て
、

根
據
地
を
定
め
將
來
永
遠
の
基
礎
を
確
立
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
斯
か
る
種
々
な
る
点
を
考
へ
て
某
所
を
ば
根
據
地
と
内
定
し
て
居
る
の
で
あ

り
ま
す
。
此
の
根
據
地
ま
で
は
メ
ナ
ー
ド
か
ら
鰹
船
で
三
晝
夜
か
ゝ
り
ま
す
。

此
の
邊
一
帯
の
海
洋
に
は
魚
族
が
極
め
て
豊
富
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
の
航
海

の
途
中
に
於
て
、
漁
撈
の
實
狀
を
見
學
し
つ
ゝ
目
的
地
に
到
達
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
資
本
家
側
の
代
表
者
は
我
國
の
富
豪
岸
本
兼
太
郎
氏
に
依
つ
て
擔
當
せ
ら
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病
氣
の
爲
め
歸
國
を
要
す
る
も
の
と
認
め
た
る
時
は
、
旅
費
を
支
給
致
し

ま
す
。
病
人
の
希
望
に
依
る
歸
國
旅
費
は
自
辨
と
致
し
ま
す
。

　
以
上
の
規
定
は
網
子
及
び
其
の
他
に
も
適
用
致
し
ま
す
。

四
、
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
に
對
し
ま
し
て
は
、
左
の
奨
勵
方
法
を
行
ひ
ま
す
。

︵
一
︶
船
長
、
機
關
士
、
支
配
者
、
製
造
監
督
者
及
び
其
の
他
特
殊
の
人

達
に
對
し
ま
し
て
は
、
特
別
奨
勵
金
を
給
與
致
し
ま
す
。
而
し
て
其
の
金

額
は
重
役
に
於
て
定
む
る
も
の
と
致
し
ま
す
。

︵
二
︶
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
の
漁
撈
歩
合
及
び
賞
與
金
た
る
金
參
百
圓

以
上
の
分
に
就
て
は
、
船
長
及
び
重
役
の
査
定
に
依
り
ま
し
て
之
を
定
め

ま
す
。

︵
三
︶
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
と
し
て
一
ヶ
年
以
上
継
續
し
て
勤
務
す
る

者
に
對
し
ま
し
て
は
、
勤
續
手
當
を
支
給
致
し
ま
す
。
即
ち
一
ヶ
年
は
金

參
拾
圓
、
貳
ヶ
年
は
金
六
拾
圓
、
參
ヵ
年
は
金
九
拾
圓
…
…
…
と
云
ふ
様

に
一
ヵ
年
を
增
す
毎
に
金
參
拾
圓
宛
增
加
致
し
ま
す
。
而
し
て
其
の
支
拂

期
日
は
翌
年
二
月
と
致
し
ま
す
。

︵
四
︶
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
に
對
し
て
は
、
各
に
金
五
百
圓
の
生
命
保

險
に
加
入
せ
し
め
、
在
勤
中
の
保
險
料
は
本
社
に
於
て
之
を
負
擔
し
支
拂

ふ
も
の
と
致
し
ま
す
。

︵
五
︶
技
術
優
秀
な
る
者
及
び
業
務
に
精
勵
せ
る
者
に
し
て
、
他
の
模
範

と
な
る
べ
き
者
に
對
し
ま
し
て
は
、
模
範
章
及
び
賞
金
を
授
け
て
之
を
表

彰
致
し
ま
す
。

五
、
南
洋
に
於
け
る
入
國
税
其
の
他
の
手
順
は
一
切
會
社
の
任
務
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
各
自
に
於
て
は
何
等
御
配
慮
す
る
必
要
な
き
様
に
取
計
ひ
致
し
ま
す
。

六
、
南
洋
營
業
所
に
於
け
る
從
業
員
に
對
し
ま
し
て
は
、
六
ヶ
月
に
一
回
宛
内

地
へ
歸
國
す
る
爲
め
休
暇
壹
週
間
︵
往
復
日
數
を
除
く
︶
を
與
へ
ま
す
。
其

の
往
復
に
は
本
社
所
屬
の
船
に
依
り
ま
す
か
ら
旅
費
は
要
し
ま
せ
ん
。
此
の

歸
國
の
便
船
は
交
番
的
に
行
ひ
ま
す
。
而
し
て
之
に
は
同
時
に
製
品
を
積
込

み
内
地
へ
輸
入
す
る
便
が
あ
り
ま
す
。
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
は
海
外
に
於

て
は
、
各
自
が
日
本
帝
國
を
代
表
し
て
居
る
の
覺
悟
を
以
つ
て
、
人
格
を
重

ん
じ
、
操
行
を
愼
み
、
禮
義
を
守
り
、
荀
も
我
が
國
の
体
面
を
毀
損
す
る
こ

と
な
き
様
に
注
意
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

七
、
出
發
に
際
し
て
各
自
の
携
帯
品
は
余
り
澤
山
過
ぎ
ま
し
て
は
、
狹
隘
な
る

船
室
の
良
く
収
容
す
る
こ
と
が
出
來
ま
せ
ん
か
ら
、
必
要
缺
く
べ
か
ら
ざ
る

品
物
だ
け
に
限
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
即
ち
作
業
服
の
外
は
毛
布
一
枚
位
に

御
願
ひ
致
し
た
い
も
の
で
す
。
上
陸
の
時
だ
け
は
必
ず
兵
隊
服
︵
夏
服
︶
に

靴
を
履
き
、
帽
子
を
用
ひ
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
私
の
實
驗
に
依
り
ま
す
れ

ば
、
六
ヶ
月
間
に
兵
隊
服
二
着
を
有
す
る
な
ら
ば
充
分
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

即
ち

　
　
魚
釣
服
　
一
着
　
　
　
兵
隊
服
　
二
着
　
　
　
毛
布
　
一
枚

　
　
靴
　
　
　
一
足
　
　
　
帽
　
子
　
一
個
　
　
　
合
羽
　
一
枚

　
右
の
程
度
位
を
希
望
い
た
し
ま
す
。

　
尚
喫
煙
に
就
て
は
、
南
洋
に
は
巻
煙
草
は
澤
山
あ
り
、
又
値
段
も
廉
價
で
あ

り
ま
す
が
、
日
本
の
如
き
刻
煙
草
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
要
右
の
如
き
目
標
の
下
に
、
先
づ
漁
業
を
先
驅
と
し
て
、
南
洋
開
拓
の
端

緒
を
開
く
考
へ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
彼
地
に
於
て
確
固
た
る
地
盤
を
築
き
、

基
礎
が
出
來
ま
し
た
上
は
、
更
に
進
ん
で
陸
上
に
於
け
る
各
種
の
産
物
を
調
査

し
、
有
望
な
る
産
業
の
研
究
を
行
ひ
ま
し
て
、
農
業
方
面
の
開
拓
に
着
手
す
る

と
か
、
或
は
林
業
に
關
す
る
計
畫
を
進
め
る
と
か
適
當
の
方
法
を
執
る
考
へ
で

あ
り
ま
す
。
尚
又
鉱
業
的
經
營
の
工
夫
を
凝
ら
し
、
或
は
商
業
上
に
有
利
な
投

資
を
行
ふ
な
ど
、
諸
方
面
に
合
つ
て
極
力
發
展
を
期
す
る
覺
悟
を
有
し
て
居
り
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病
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、
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し

ま
す
。
病
人
の
希
望
に
依
る
歸
國
旅
費
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を
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︶
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以
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し
て
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る
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は
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は
金
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に
對
し
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は
、
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、
在
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中
の
保
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は
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に
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之
を
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し
支
拂
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五
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及
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、
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の
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び
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之
を
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ま
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五
、
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に
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入
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税
其
の
他
の
手
順
は
一
切
會
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の
任
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で
あ
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ま
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か
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、
各
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に
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て
は
何
等
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配
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必
要
な
き
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に
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致
し
ま
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。

六
、
南
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業
所
に
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る
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に
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は
、
六
ヶ
月
に
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旅
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は
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の
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に
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同
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を
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輸
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魚
釣
服
　
一
着
　
　
　
兵
隊
服
　
二
着
　
　
　
毛
布
　
一
枚

　
　
靴
　
　
　
一
足
　
　
　
帽
　
子
　
一
個
　
　
　
合
羽
　
一
枚

　
右
の
程
度
位
を
希
望
い
た
し
ま
す
。

　
尚
喫
煙
に
就
て
は
、
南
洋
に
は
巻
煙
草
は
澤
山
あ
り
、
又
値
段
も
廉
價
で
あ

り
ま
す
が
、
日
本
の
如
き
刻
煙
草
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
要
右
の
如
き
目
標
の
下
に
、
先
づ
漁
業
を
先
驅
と
し
て
、
南
洋
開
拓
の
端

緒
を
開
く
考
へ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
彼
地
に
於
て
確
固
た
る
地
盤
を
築
き
、

基
礎
が
出
來
ま
し
た
上
は
、
更
に
進
ん
で
陸
上
に
於
け
る
各
種
の
産
物
を
調
査

し
、
有
望
な
る
産
業
の
研
究
を
行
ひ
ま
し
て
、
農
業
方
面
の
開
拓
に
着
手
す
る

と
か
、
或
は
林
業
に
關
す
る
計
畫
を
進
め
る
と
か
適
當
の
方
法
を
執
る
考
へ
で

あ
り
ま
す
。
尚
又
鉱
業
的
經
營
の
工
夫
を
凝
ら
し
、
或
は
商
業
上
に
有
利
な
投

資
を
行
ふ
な
ど
、
諸
方
面
に
合
つ
て
極
力
發
展
を
期
す
る
覺
悟
を
有
し
て
居
り
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と
に
順
應
し
て
變
遷
し
て
參
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
歐
米
人
が
現
時
最
も
賞
味

す
る
シ
ー
チ
キ
ン
は
小
鮪
の
肉
で
あ
り
ま
す
。
之
は
即
ち
肉
色
の
白
き
も
の
を

好
む
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
故
に
斯
か
る
場
合
は
大
鮪
よ
り
も
小
鮪
の
方
が
比
較

的
高
價
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
鰹
の
罐
詰
は
鮪
に
比
し
て
通
常
其
の
價
が
約
二
分
の
一
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

之
は
製
節
し
た
方
が
得
策
で
あ
り
ま
す
。
然
し
之
も
輸
送
方
法
を
研
究
す
る
な

ら
ば
、
第
一
生
魚
販
賣
の
目
的
を
達
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
之
は
重
大

な
る
研
究
價
値
が
あ
り
、
從
つ
て
大
に
考
慮
す
べ
き
處
分
法
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
。

　
南
洋
で
製
造
せ
ら
れ
ま
し
た
鰹
節
及
び
罐
詰
を
、
我
が
國
へ
輸
送
し
て
來
る

場
合
、
製
品
に
對
し
て
一
昨
年
ま
で
は
輸
入
税
が
課
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
日

で
は
之
は
免
除
せ
ら
れ
ま
し
た
の
は
御
同
慶
に
堪
え
ま
せ
ぬ
。

　
又
廢
物
の
利
用
に
就
き
ま
し
て
も
大
に
研
究
す
る
餘
地
が
あ
り
ま
す
。
即
ち

一
般
の
廢
物
は
現
今
羊
の
飼
料
と
し
て
世
界
的
に
無
限
に
消
化
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ

り
ま
す
。
又
近
來
鮫
鱶
の
皮
が
輸
出
せ
ら
れ
、
相
當
價
格
を
告
げ
て
居
り
ま
す

が
如
き
は
誠
に
滿
足
に
堪
へ
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す

　
次
に
經
理
部
の
任
務
の
中
で
、
人
事
の
主
な
る
も
の
は
漁
撈
員
及
び
製
造
部

員
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
雇
傭
規
定
の
大
畧
は
左
の
如
く
で
あ

り
ま
す
。

一
、
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
は
體
格
强
壯
技
術
優
秀
な
る
者
を
以
つ
て
採
用
致

し
ま
す
。

二
、
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
の
報
酬
は
最
低
年
額
金
六
百
圓
以
上
と
し
、
左
の

條
項
の
下
に
支
拂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
金
三
百
圓
を
一
ヵ
年
の
俸
給
と
し
て
支
給
致
し
ま
す
。

　
他
の
金
三
百
圓
以
上
は
漁
撈
歩
合
及
び
賞
與
金
と
し
て
支
給
致
し
ま
す
。

　
而
し
て
金
三
百
圓
は
雇
入
契
約
當
時
別
紙
契
約
書
引
替
に
前
拂
致
し
ま
す
。

　
残
額
の
内
金
貳
百
圓
は
十
一
月
末
に
支
拂
致
し
ま
す
。

　
尚
残
金
壹
百
圓
を
二
月
よ
り
十
二
月
ま
で
、
毎
月
金
拾
圓
宛
の
月
割
を
以
つ

て
本
人
に
支
拂
致
し
ま
す
。

　
但
前
記
金
貳
百
圓
は
本
人
の
指
定
人
を
定
め
ま
し
て
、
成
る
べ
く
其
の
家
族

へ
支
拂
ふ
を
以
つ
て
主
意
と
致
し
ま
す
。

尚
必
要
に
依
り
市
町
村
長
、
警
察
署
長
等
の
指
示
せ
ら
る
る
場
合
及
び
止

む
を
得
ざ
る
場
合
は
、
十
一
月
以
前
に
於
て
も
適
宜
之
を
支
拂
ふ
こ
と
が

出
來
ま
す
。

三
、
漁
撈
員
及
び
製
造
部
員
に
し
て
俸
給
の
前
借
以
後
に
於
き
ま
し
て
、
左
の

場
合
を
生
じ
た
る
時
は
、
本
人
又
は
保
證
人
に
於
て
之
が
辨
償
を
要
す
る
も

の
と
致
し
ま
す
。

　
　
︵
一
︶
逃
走
者
　
　
︵
二
︶
退
業
者
　
　
︵
三
︶
休
業
者
　
︵
四
︶
事
故
者

　
　
︵
五
︶
疾
病
者

　
但
事
故
の
爲
め
の
缺
航
者
は
年
額
報
酬
を
事
故
日
數
の
割
合
に
依
つ
て
差
引

く
も
の
と
致
し
ま
す
。

軍
事
其
の
他
の
公
の
事
故
に
對
し
ま
し
て
は
、
本
社
の
承
認
し
た
る
場
合

に
限
り
、
右
の
削
減
を
免
除
す
る
こ
と
を
主
に
し
或
は
之
を
半
減
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

一
ヶ
年
を
通
じ
て
病
氣
一
ヶ
月
を
越
え
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
報
酬
全
額

を
支
給
致
し
ま
す
。
但
一
ヶ
月
以
上
の
場
合
に
於
て
は
、
其
の
超
過
せ
し

日
數
に
對
し
て
の
み
日
割
を
以
つ
て
差
引
く
も
の
と
致
し
ま
す
。

公
病
は
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
報
酬
を
削
減
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

即
ち
報
酬
の
全
部
を
支
拂
致
し
ま
す
。

病
氣
の
治
療
費
は
一
切
無
料
と
致
し
ま
す
。
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ち
漁
撈
部
、
餌
魚
部
、
製
造
部
、
製
氷
部
、
販
賣
部
、
衛
生
部
及
び
經
理
部
の

七
部
に
分
れ
、
各
其
の
任
務
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
先
づ
最
初
の
計
畫
と

し
て
は
次
の
如
く
で
あ
り
ま
す
が
、
年
も
共
に
漸
次
之
を
擴
張
し
て
行
く
の
で

あ
り
ま
す
。

　
漁
撈
部
は
實
に
營
業
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
最
初
は
之
に
拾

隻
の
漁
船
を
所
屬
せ
し
め
ま
し
て
、
専
ら
漁
撈
に
從
事
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

而
し
て
各
船
に
は
平
均
五
十
名
の
大
人
と
五
名
の
少
年
魚
撈
員
と
を
乗
込
ま
し

め
、
船
長
に
依
つ
て
之
を
統
轄
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
各
船
に
一
名
の
支
配

者
を
置
き
、
其
の
船
に
必
要
な
る
物
資
の
配
給
を
行
ひ
、
又
漁
獲
物
の
受
渡
を

な
し
、
其
他
該
船
に
關
す
る
一
切
の
事
務
を
處
理
せ
し
め
、
併
せ
て
陸
上
各
部

と
の
聯
絡
を
計
る
こ
と
は
從
前
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　
餌
魚
部
に
は
五
十
名
の
部
員
を
所
屬
せ
し
め
、
餌
魚
部
主
任
が
之
を
監
督
し

ま
し
て
、
主
と
し
て
餌
魚
の
漁
獲
を
行
ひ
、
且
つ
之
が
蓄
養
を
擔
當
せ
し
む
る

の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
を
甲
乙
二
組
に
分
ち
ま
し
て
、
各
獨
特
の
作
業
に

從
事
せ
し
め
ま
す
。
蓄
養
せ
る
餌
魚
は
各
漁
船
の
支
配
者
に
依
つ
て
夫
々
分
配

せ
ら
れ
ま
す
。

　
製
造
部
は
合
計
壹
百
五
十
名
の
部
員
よ
り
成
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て

之
を
各
漁
船
に
各
十
五
名
宛
を
配
屬
せ
し
め
ま
す
。
各
組
に
一
名
の
主
任
を
置

き
、
其
の
監
督
の
下
に
漁
獲
物
の
處
分
加
工
を
行
は
し
め
ま
す
。
即
ち
生
魚
か

ら
製
品
精
製
及
び
荷
造
發
送
に
至
る
ま
で
の
諸
作
業
を
行
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
製
氷
部
は
製
氷
を
行
ひ
ま
し
て
、
之
を
各
漁
船
の
需
要
に
應
じ
ま
し
て
配
分

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
主
任
技
師
及
び
機
關
部
員
を
以
つ
て
組
織
致
し

ま
す
。

　
販
賣
部
は
生
魚
販
賣
、
鰹
節
販
賣
、
罐
詰
販
賣
及
び
廢
物
の
販
賣
を
行
ふ
の

で
あ
り
ま
す
が
、
鰹
節
及
び
罐
詰
の
販
賣
は
單
に
輸
出
作
業
に
止
ま
り
、
主
と

し
て
生
魚
及
び
廢
物
の
販
賣
を
行
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
に
一
名
の
主

任
を
置
き
部
員
を
指
揮
せ
し
め
ま
す
。

　
衛
生
部
に
は
醫
師
壹
名
、
藥
局
生
壹
名
を
置
き
、
藥
品
及
び
器
具
を
備
へ
、

一
般
の
治
療
衛
生
に
從
事
せ
し
め
、
保
健
上
に
付
萬
全
の
注
意
を
な
さ
し
め
ま

す
。

　
經
理
部
は
會
計
庶
務
及
び
人
事
を
司
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
に
壹
名

の
主
任
と
書
記
若
干
名
と
を
置
き
ま
す
。

　
會
社
の
組
織
の
大
要
は
以
上
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
最
初
の
間
は
、
漁

撈
の
外
に
、
餌
魚
と
か
製
氷
と
か
又
は
製
造
と
云
ふ
様
に
、
種
々
な
る
仕
事
が

澤
山
御
座
い
ま
す
が
、
漸
次
發
達
致
し
ま
し
て
數
年
の
後
に
は
、
餌
魚
部
も
分

離
し
て
一
つ
の
企
業
と
し
て
獨
立
す
る
こ
と
ゝ
な
り
ま
す
。
又
製
氷
部
も
製
造

部
も
獨
立
し
た
一
事
業
と
な
る
べ
き
時
代
が
來
る
も
の
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。

何
れ
の
漁
業
で
も
皆
此
の
順
序
を
追
ふ
て
發
達
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
最

初
の
間
は
關
係
の
あ
る
仕
事
を
總
べ
て
行
ふ
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
結
局
は

吾
々
は
漁
撈
の
専
門
と
し
て
働
く
事
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
之
が
私
共
の

眞
に
希
望
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
吾
々
は
漁
撈
方
面
に
於
て
大
に
發
展

擴
張
す
る
こ
と
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
最
初
は
鰹
漁
業
及
び
鮪

漁
業
を
主
と
し
て
居
り
ま
す
が
、
漸
次
鰤
漁
業
或
は
鯛
網
ト
ロ
ー
ル
と
云
ふ
が

如
く
併
發
し
續
發
し
て
參
り
ま
す
。
之
等
の
仕
事
を
兼
ね
行
ふ
時
は
、
漁
撈
の

能
率
は
益
々
增
大
致
し
ま
し
て
、
會
社
の
収
益
は
一
層
增
加
す
る
譯
で
あ
り
ま

す
。

　
尚
茲
に
注
意
す
べ
き
事
は
、
歐
米
向
き
の
罐
詰
の
値
段
か
ら
考
へ
ま
す
れ
ば
、

吾
々
の
漁
撈
は
大
型
の
鰹
よ
り
も
、
却
つ
て
吾
々
の
過
去
に
於
て
忌
避
し
て
居

つ
た
鮪
の
而
か
も
二
三
斤
廻
り
の
小
魚
を
漁
獲
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
魚
群
の
選
擇
、
漁
撈
の
考
へ
等
も
、
其
の
時
代
と
場
所
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ち
漁
撈
部
、
餌
魚
部
、
製
造
部
、
製
氷
部
、
販
賣
部
、
衛
生
部
及
び
經
理
部
の

七
部
に
分
れ
、
各
其
の
任
務
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
先
づ
最
初
の
計
畫
と

し
て
は
次
の
如
く
で
あ
り
ま
す
が
、
年
も
共
に
漸
次
之
を
擴
張
し
て
行
く
の
で

あ
り
ま
す
。

　
漁
撈
部
は
實
に
營
業
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
最
初
は
之
に
拾

隻
の
漁
船
を
所
屬
せ
し
め
ま
し
て
、
専
ら
漁
撈
に
從
事
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

而
し
て
各
船
に
は
平
均
五
十
名
の
大
人
と
五
名
の
少
年
魚
撈
員
と
を
乗
込
ま
し

め
、
船
長
に
依
つ
て
之
を
統
轄
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
各
船
に
一
名
の
支
配

者
を
置
き
、
其
の
船
に
必
要
な
る
物
資
の
配
給
を
行
ひ
、
又
漁
獲
物
の
受
渡
を

な
し
、
其
他
該
船
に
關
す
る
一
切
の
事
務
を
處
理
せ
し
め
、
併
せ
て
陸
上
各
部

と
の
聯
絡
を
計
る
こ
と
は
從
前
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　
餌
魚
部
に
は
五
十
名
の
部
員
を
所
屬
せ
し
め
、
餌
魚
部
主
任
が
之
を
監
督
し

ま
し
て
、
主
と
し
て
餌
魚
の
漁
獲
を
行
ひ
、
且
つ
之
が
蓄
養
を
擔
當
せ
し
む
る

の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
を
甲
乙
二
組
に
分
ち
ま
し
て
、
各
獨
特
の
作
業
に

從
事
せ
し
め
ま
す
。
蓄
養
せ
る
餌
魚
は
各
漁
船
の
支
配
者
に
依
つ
て
夫
々
分
配

せ
ら
れ
ま
す
。

　
製
造
部
は
合
計
壹
百
五
十
名
の
部
員
よ
り
成
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て

之
を
各
漁
船
に
各
十
五
名
宛
を
配
屬
せ
し
め
ま
す
。
各
組
に
一
名
の
主
任
を
置

き
、
其
の
監
督
の
下
に
漁
獲
物
の
處
分
加
工
を
行
は
し
め
ま
す
。
即
ち
生
魚
か

ら
製
品
精
製
及
び
荷
造
發
送
に
至
る
ま
で
の
諸
作
業
を
行
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
製
氷
部
は
製
氷
を
行
ひ
ま
し
て
、
之
を
各
漁
船
の
需
要
に
應
じ
ま
し
て
配
分

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
主
任
技
師
及
び
機
關
部
員
を
以
つ
て
組
織
致
し

ま
す
。

　
販
賣
部
は
生
魚
販
賣
、
鰹
節
販
賣
、
罐
詰
販
賣
及
び
廢
物
の
販
賣
を
行
ふ
の

で
あ
り
ま
す
が
、
鰹
節
及
び
罐
詰
の
販
賣
は
單
に
輸
出
作
業
に
止
ま
り
、
主
と

し
て
生
魚
及
び
廢
物
の
販
賣
を
行
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
に
一
名
の
主

任
を
置
き
部
員
を
指
揮
せ
し
め
ま
す
。

　
衛
生
部
に
は
醫
師
壹
名
、
藥
局
生
壹
名
を
置
き
、
藥
品
及
び
器
具
を
備
へ
、

一
般
の
治
療
衛
生
に
從
事
せ
し
め
、
保
健
上
に
付
萬
全
の
注
意
を
な
さ
し
め
ま

す
。

　
經
理
部
は
會
計
庶
務
及
び
人
事
を
司
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
之
に
壹
名

の
主
任
と
書
記
若
干
名
と
を
置
き
ま
す
。

　
會
社
の
組
織
の
大
要
は
以
上
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
最
初
の
間
は
、
漁

撈
の
外
に
、
餌
魚
と
か
製
氷
と
か
又
は
製
造
と
云
ふ
様
に
、
種
々
な
る
仕
事
が

澤
山
御
座
い
ま
す
が
、
漸
次
發
達
致
し
ま
し
て
數
年
の
後
に
は
、
餌
魚
部
も
分

離
し
て
一
つ
の
企
業
と
し
て
獨
立
す
る
こ
と
ゝ
な
り
ま
す
。
又
製
氷
部
も
製
造

部
も
獨
立
し
た
一
事
業
と
な
る
べ
き
時
代
が
來
る
も
の
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。

何
れ
の
漁
業
で
も
皆
此
の
順
序
を
追
ふ
て
發
達
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
最

初
の
間
は
關
係
の
あ
る
仕
事
を
總
べ
て
行
ふ
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
結
局
は

吾
々
は
漁
撈
の
専
門
と
し
て
働
く
事
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
之
が
私
共
の

眞
に
希
望
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
吾
々
は
漁
撈
方
面
に
於
て
大
に
發
展

擴
張
す
る
こ
と
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
最
初
は
鰹
漁
業
及
び
鮪

漁
業
を
主
と
し
て
居
り
ま
す
が
、
漸
次
鰤
漁
業
或
は
鯛
網
ト
ロ
ー
ル
と
云
ふ
が

如
く
併
發
し
續
發
し
て
參
り
ま
す
。
之
等
の
仕
事
を
兼
ね
行
ふ
時
は
、
漁
撈
の

能
率
は
益
々
增
大
致
し
ま
し
て
、
會
社
の
収
益
は
一
層
增
加
す
る
譯
で
あ
り
ま

す
。

　
尚
茲
に
注
意
す
べ
き
事
は
、
歐
米
向
き
の
罐
詰
の
値
段
か
ら
考
へ
ま
す
れ
ば
、

吾
々
の
漁
撈
は
大
型
の
鰹
よ
り
も
、
却
つ
て
吾
々
の
過
去
に
於
て
忌
避
し
て
居

つ
た
鮪
の
而
か
も
二
三
斤
廻
り
の
小
魚
を
漁
獲
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
魚
群
の
選
擇
、
漁
撈
の
考
へ
等
も
、
其
の
時
代
と
場
所
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さ
て
現
今
我
が
國
に
於
け
る
漁
業
界
一
般
の
趨
勢
を
見
ま
す
れ
ば
、
從
前
と

大
に
其
の
趣
き
を
異
に
し
、
近
海
漁
業
よ
り
漸
次
遠
洋
漁
業
に
進
み
、
始
め
は

沖
縄
ま
で
次
に
臺
灣
ま
で
と
云
ふ
が
如
く
、
漸
次
遠
方
に
進
出
し
て
行
く
傾
向

と
な
り
ま
し
た
。
從
つ
て
漁
船
の
容
積
が
次
第
に
増
大
せ
ら
れ
、
大
型
漁
船
に

改
め
ら
れ
た
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
又
最
近
に
至
り
ま
し
て
、
無
線
電
信
等
の

設
備
を
も
整
へ
ま
し
て
、
航
海
の
安
全
は
一
層
保
證
せ
ら
る
ゝ
事
と
な
り
ま
し

た
。
此
の
如
く
最
近
我
が
漁
業
界
に
於
け
る
幾
多
の
改
善
進
歩
は
益
々
顕
著
と

な
り
、
茲
に
一
大
變
革
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
之
は
誠
に
喜
ぶ
べ
き

現
象
と
言
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
然
し
な
が
ら
右
の
結
果
と
し
て
、
漁
業
資
本
の
增
加
を
來
た
す
様
に
な
り
ま

し
た
爲
め
、
漁
業
に
於
て
も
今
後
は
合
理
的
經
營
法
に
依
り
、
能
率
の
增
進
を

計
る
様
に
心
掛
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
一
方
に
於
て
は
豊
富
な
る
資
本
力

を
以
つ
て
、
完
全
な
る
設
備
を
整
へ
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
漁
撈
員
各
位

の
益
々
奮
勵
努
力
を
期
待
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
斯
く
し
て
始
め
て
事
業
の

發
展
が
遂
げ
ら
れ
、
又
漁
友
諸
君
の
福
祉
が
增
進
せ
ら
れ
る
の
で
御
座
い
ま
す
。

　
而
し
て
南
洋
に
於
け
る
漁
場
は
全
く
の
新
漁
場
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
の
漁マ
マ

族
豊
富
な
る
こ
と
は
申
上
ぐ
る
ま
で
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
故
に
漁
獲
は
頗
る
容

易
で
あ
り
、
又
無
盡
藏
で
あ
る
と
申
し
て
差
支
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
天

恵
の
多
い
新
漁
場
に
著
目
致
し
ま
し
て
、
我
が
南
洋
漁
業
株
式
會
社
は
進
出
し

て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
の
前
途
の
有
望
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま

す
。
又
之
に
從
事
す
る
人
々
の
有
利
多
望
な
る
こ
と
も
明
か
で
御
座
い
ま
す
。

即
ち
從
來
三
百
圓
な
り
し
報
酬
は
一
躍
し
て
茲
に
六
百
圓
得
ら
る
ゝ
様
に
な
り

ま
し
た
。
是
全
く
漁
場
が
絕
対
の
新
漁
場
で
あ
り
、
魚
族
が
豊
富
で
あ
る
賜
物

と
言
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
此
の
有
望
な
る
南
洋
の
新
漁
場
に
於
て
、
お
互
が
一
致
協
力
し
て
益
々
奮
勵

努
力
致
し
ま
し
て
、
忠
實
専
心
漁
獲
に
從
事
す
る
な
ら
ば
、
會
社
の
基
礎
は
益
々

强
固
と
な
り
、
從
つ
て
漁
友
諸
君
の
利
益
も
一
層
增
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
即
ち
會
社
と
從
業
員
と
は
鳥
の
兩
翼
、
車
の
兩
輪
の
如
く
、
相
頼
り
相
助

け
、
以
つ
て
共
存
共
榮
の
目
的
に
向
つ
て
進
む
な
ら
ば
、
其
の
結
果
と
し
て
此

の
六
百
圓
の
報
酬
は
更
に
一
層
增
大
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又

會
社
に
於
き
ま
し
て
も
社
運
が
益
々
隆
盛
と
な
つ
て
行
く
譯
で
あ
り
ま
す
。
斯

く
し
て
我
が
國
現
時
の
國
難
に
對
し
て
善
處
す
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
人
口
問

題
及
び
食
糧
問
題
の
解
決
を
促
進
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
る

が
故
に
今
日
に
於
て
水
産
立
國
の
國
是
を
樹
立
し
、
以
つ
て
國
家
發
展
の
基
礎

を
築
く
と
否
と
は
、
實
に
漁
友
諸
君
の
双
肩
に
あ
る
と
言
ふ
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
即
ち
諸
君
お
互
の
働
き
如
何
は
直
ち
に
國
家
の
盛
衰
に
大
關
係
あ
る

こ
と
を
思
ひ
、
責
任
の
一
層
重
大
な
る
こ
と
を
自
覺
せ
ら
れ
、
益
々
奮
勵
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
斯
く
の
如
く
し
て
會
社
の
發
展
が
永
遠
に
継
續
し
て
行
き
ま
す
時
は
、
漁
友

諸
君
の
利
益
も
永
久
に
持
續
せ
ら
れ
、
將
來
永
く
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
其
の

福
利
が
確
保
せ
ら
れ
、
其
の
恩
譯
に
浴
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
り
ま
す
。

故
に
此
の
際
大
に
發
奮
努
力
、
國
家
の
爲
め
勵
精
の
誠
を
積
み
、
國
運
の
益
々

隆
昌
な
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
覺
悟
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
是
即
ち
君

國
に
忠
誠
を
盡
す
結
果
と
な
り
、
忠
君
愛
國
の
大
精
神
の
發
揚
と
合
致
す
る
譯

で
あ
り
ま
す
。

　
就
て
は
本
社
の
組
織
及
び
規
定
の
大
要
を
左
に
御
紹
介
申
上
げ
る
こ
と
と
致

し
ま
す
。

　
當
會
社
は
本
店
を
東
京
或
は
大
阪
に
有
し
、
營
業
所
を
南
洋
に
置
き
、
主
と

し
て
鰹
漁
業
、
鮪
漁
業
、
其
他
を
目
的
と
致
し
ま
す
。
而
し
て
營
業
所
に
は
左

の
各
部
を
設
け
、
互
い
に
相
助
け
て
之
が
經
營
を
行
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
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の
國
民
が
國
内
に
於
て
互
に
小
競
合
ば
か
り
致
し
て
居
り
、
且
つ
年
々
更
に

八
十
餘
萬
人
内
外
の
人
口
が
增
加
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
國
内
に
於

て
は
能
率
の
增
進
は
到
底
望
み
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
須
ら
く
海
外
發
展
の
方
策
を

講
じ
、
速
か
に
之
が
實
行
に
着
手
す
る
こ
と
は
、
國
家
の
將
來
を
思
ふ
經
世
家

及
び
愛
國
家
の
正
に
爲
す
べ
き
任
務
で
あ
り
ま
す
。

　
然
ら
ば
海
外
發
展
は
如
何
な
る
方
面
に
向
つ
て
進
出
す
べ
き
か
、
如
何
な
る

事
業
を
基
礎
と
し
て
着
手
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
、
我
が
國
の
地
勢
を
考
へ
、
國

民
の
体
質
特
長
よ
り
見
て
、
南
洋
方
面
に
向
ふ
こ
と
が
最
も
有
望
で
あ
り
、
漁

業
を
中
心
と
し
て
進
む
こ
と
が
最
も
有
利
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
如
何
と
な

れ
ば
、
御
承
知
の
通
り
、
我
が
國
は
四
面
皆
海
を
以
つ
て
圍
ま
れ
、
昔
よ
り
海

國
精
神
の
最
も
發
達
し
た
る
國
で
あ
り
、
漁
業
に
對
す
る
技
術
の
如
き
全
く
天

賦
の
特
長
を
具
へ
て
居
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
勇
敢
沈
着
に
し
て
奮
勵
努

力
す
る
の
特
質
は
、
全
く
世
界
に
其
の
比
を
見
ざ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
而
も
彼
の
渺
茫
と
し
て
際
涯
な
き
太
平
洋
の
大
寶
庫
は
幾
千
億
の
富
源

を
藏
し
て
、
吾
等
の
來
つ
て
之
が
開
拓
に
當
る
を
待
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
殊
に
南
洋
方
面
に
於
け
る
海
洋
の
廣
大
無
邊
、
浪
靜
か
に
し
て
、
全
く
前
人

未
踏
の
新
漁
場
で
あ
り
ま
す
。
故
に
其
の
漁
族
の
豊
富
な
る
こ
と
は
、
種
類
に

於
て
も
、
數
量
に
於
て
も
、
驚
く
べ
き
程
で
あ
り
、
實
に
無
限
で
あ
る
と
申
し

て
差
支
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
茲
に
於
て
か
宜
し
く
水
産
立
國
の
國
策
を
樹
立
致
し
ま
し
て
、
南
洋
遠
征
の

壯
途
を
決
行
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
而
し
て
此
の
天
與
の
大
寶
庫
を
開
發

し
、
其
の
富
源
を
獲
得
し
、
以
つ
て
國
富
の
增
進
を
計
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

是
單
に
各
個
人
の
利
益
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
實
に
國
家
の
利
益
で
あ
り
、

國
力
發
展
の
最
良
政
策
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
現
今
の
大
問
題
で
あ
る
所
の
人
口

問
題
及
び
食
糧
問
題
の
解
決
の
上
か
ら
見
ま
し
て
も
、
重
要
政
策
で
あ
り
、
且

つ
國
家
的
大
事
業
で
あ
り
ま
す
。
斯
か
る
事
業
の
遂
行
こ
そ
は
眞
に
國
家
永
遠

の
大
計
で
あ
り
、
從
つ
て
忠
君
愛
国
の
大
精
神
に
合
致
す
る
譯
で
あ
り
ま
す
。

　
就
て
は
此
の
大
理
想
を
實
現
し
、
此
の
大
目
的
を
貫
徹
せ
ん
が
爲
め
に
、
南

洋
漁
業
株
式
會
社
を
設
立
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
會
社
の
有
望
な
る
こ
と
、

基
礎
の
確
實
な
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
即
ち
山
本
農
林
大
臣

閣
下
を
始
め
と
し
、
次
官
局
長
等
の
御
諒
解
を
も
得
、
且
つ
東
京
及
び
大
阪
兩

市
に
於
け
る
我
が
國
第
一
流
の
實
業
家
多
數
の
賛
助
後
援
を
得
ま
し
た
事
は
、

我
が
國
水
産
界
の
爲
め
に
誠
に
喜
ば
し
い
事
で
あ
り
ま
す
。
又
廣
く
國
家
的
見

地
よ
り
見
て
、
國
難
解
決
策
と
し
て
實
に
意
義
あ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如

き
漁
業
が
重
要
視
せ
ら
れ
、
國
家
的
見
地
よ
り
見
て
、
國
難
解
決
策
と
し
て
實

に
意
義
あ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
く
漁
業
が
重
要
視
せ
ら
れ
、
國
家
的
大

事
業
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
認
識
せ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
是
全
く
漁
友
諸
君
の

不
斷
の
努
力
奮
勵
の
賜
物
で
あ
つ
て
、
諸
君
の
社
会
的
地
位
の
向
上
し
た
こ
と

を
示
す
譯
で
あ
り
ま
す
。
實
に
我
が
國
の
將
來
は
海
上
で
あ
り
、
海
外
で
あ
り

ま
す
。
漁
友
諸
君
は
之
が
先
鋒
と
な
つ
て
進
む
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
に
自

重
す
る
と
共
に
益
々
奮
勵
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
先
年
私
が
漁
友
諸
君
の
誠
實
な
る
精
神
、
眞
面
目
な
る
働
き
振
り
、
海
上
生

活
の
模
様
、
勇
壯
活
發
な
る
漁
獲
の
光
景
等
を
フ
イ
ル
ム
に
撮
影
致
し
ま
し
て
、

廣
く
社
會
に
紹
介
致
し
ま
し
た
の
も
、
全
く
此
の
海
國
精
神
の
普
及
と
水
産
事

業
の
發
達
と
を
思
ふ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
又
諸
君
が
漁
撈
に
從
事
す
る
に
際

し
て
、
常
に
雨
露
に
曝
ら
さ
れ
て
居
つ
て
、
保
健
上
甚
だ
憂
慮
致
し
ま
し
た
事

に
就
て
は
、
萬
難
を
排
し
ま
し
て
、
之
が
改
善
を
企
て
、
率
先
し
て
船
室
の
設

備
を
致
し
ま
し
た
事
は
、
旣
に
皆
様
の
御
承
知
の
通
り
で
御
座
い
ま
す
、
此
の

如
く
我
が
國
の
水
産
業
の
發
達
と
漁
友
諸
君
の
福
祉
增
進
と
に
就
き
ま
し
て
は
、

私
は
常
に
苦
心
し
又
最
善
の
努
力
を
怠
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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の
國
民
が
國
内
に
於
て
互
に
小
競
合
ば
か
り
致
し
て
居
り
、
且
つ
年
々
更
に

八
十
餘
萬
人
内
外
の
人
口
が
增
加
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
國
内
に
於

て
は
能
率
の
增
進
は
到
底
望
み
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
須
ら
く
海
外
發
展
の
方
策
を

講
じ
、
速
か
に
之
が
實
行
に
着
手
す
る
こ
と
は
、
國
家
の
將
來
を
思
ふ
經
世
家

及
び
愛
國
家
の
正
に
爲
す
べ
き
任
務
で
あ
り
ま
す
。

　
然
ら
ば
海
外
發
展
は
如
何
な
る
方
面
に
向
つ
て
進
出
す
べ
き
か
、
如
何
な
る

事
業
を
基
礎
と
し
て
着
手
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
、
我
が
國
の
地
勢
を
考
へ
、
國

民
の
体
質
特
長
よ
り
見
て
、
南
洋
方
面
に
向
ふ
こ
と
が
最
も
有
望
で
あ
り
、
漁

業
を
中
心
と
し
て
進
む
こ
と
が
最
も
有
利
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
如
何
と
な

れ
ば
、
御
承
知
の
通
り
、
我
が
國
は
四
面
皆
海
を
以
つ
て
圍
ま
れ
、
昔
よ
り
海

國
精
神
の
最
も
發
達
し
た
る
國
で
あ
り
、
漁
業
に
對
す
る
技
術
の
如
き
全
く
天

賦
の
特
長
を
具
へ
て
居
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
勇
敢
沈
着
に
し
て
奮
勵
努

力
す
る
の
特
質
は
、
全
く
世
界
に
其
の
比
を
見
ざ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り

ま
す
。
而
も
彼
の
渺
茫
と
し
て
際
涯
な
き
太
平
洋
の
大
寶
庫
は
幾
千
億
の
富
源

を
藏
し
て
、
吾
等
の
來
つ
て
之
が
開
拓
に
當
る
を
待
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
殊
に
南
洋
方
面
に
於
け
る
海
洋
の
廣
大
無
邊
、
浪
靜
か
に
し
て
、
全
く
前
人

未
踏
の
新
漁
場
で
あ
り
ま
す
。
故
に
其
の
漁
族
の
豊
富
な
る
こ
と
は
、
種
類
に

於
て
も
、
數
量
に
於
て
も
、
驚
く
べ
き
程
で
あ
り
、
實
に
無
限
で
あ
る
と
申
し

て
差
支
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
茲
に
於
て
か
宜
し
く
水
産
立
國
の
國
策
を
樹
立
致
し
ま
し
て
、
南
洋
遠
征
の

壯
途
を
決
行
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
而
し
て
此
の
天
與
の
大
寶
庫
を
開
發

し
、
其
の
富
源
を
獲
得
し
、
以
つ
て
國
富
の
增
進
を
計
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

是
單
に
各
個
人
の
利
益
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
實
に
國
家
の
利
益
で
あ
り
、

國
力
發
展
の
最
良
政
策
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
現
今
の
大
問
題
で
あ
る
所
の
人
口

問
題
及
び
食
糧
問
題
の
解
決
の
上
か
ら
見
ま
し
て
も
、
重
要
政
策
で
あ
り
、
且

つ
國
家
的
大
事
業
で
あ
り
ま
す
。
斯
か
る
事
業
の
遂
行
こ
そ
は
眞
に
國
家
永
遠

の
大
計
で
あ
り
、
從
つ
て
忠
君
愛
国
の
大
精
神
に
合
致
す
る
譯
で
あ
り
ま
す
。

　
就
て
は
此
の
大
理
想
を
實
現
し
、
此
の
大
目
的
を
貫
徹
せ
ん
が
爲
め
に
、
南

洋
漁
業
株
式
會
社
を
設
立
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
會
社
の
有
望
な
る
こ
と
、

基
礎
の
確
實
な
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
即
ち
山
本
農
林
大
臣

閣
下
を
始
め
と
し
、
次
官
局
長
等
の
御
諒
解
を
も
得
、
且
つ
東
京
及
び
大
阪
兩

市
に
於
け
る
我
が
國
第
一
流
の
實
業
家
多
數
の
賛
助
後
援
を
得
ま
し
た
事
は
、

我
が
國
水
産
界
の
爲
め
に
誠
に
喜
ば
し
い
事
で
あ
り
ま
す
。
又
廣
く
國
家
的
見

地
よ
り
見
て
、
國
難
解
決
策
と
し
て
實
に
意
義
あ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如

き
漁
業
が
重
要
視
せ
ら
れ
、
國
家
的
見
地
よ
り
見
て
、
國
難
解
決
策
と
し
て
實

に
意
義
あ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
く
漁
業
が
重
要
視
せ
ら
れ
、
國
家
的
大

事
業
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
認
識
せ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
是
全
く
漁
友
諸
君
の

不
斷
の
努
力
奮
勵
の
賜
物
で
あ
つ
て
、
諸
君
の
社
会
的
地
位
の
向
上
し
た
こ
と

を
示
す
譯
で
あ
り
ま
す
。
實
に
我
が
國
の
將
來
は
海
上
で
あ
り
、
海
外
で
あ
り

ま
す
。
漁
友
諸
君
は
之
が
先
鋒
と
な
つ
て
進
む
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
に
自

重
す
る
と
共
に
益
々
奮
勵
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
先
年
私
が
漁
友
諸
君
の
誠
實
な
る
精
神
、
眞
面
目
な
る
働
き
振
り
、
海
上
生

活
の
模
様
、
勇
壯
活
發
な
る
漁
獲
の
光
景
等
を
フ
イ
ル
ム
に
撮
影
致
し
ま
し
て
、

廣
く
社
會
に
紹
介
致
し
ま
し
た
の
も
、
全
く
此
の
海
國
精
神
の
普
及
と
水
産
事

業
の
發
達
と
を
思
ふ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
又
諸
君
が
漁
撈
に
從
事
す
る
に
際

し
て
、
常
に
雨
露
に
曝
ら
さ
れ
て
居
つ
て
、
保
健
上
甚
だ
憂
慮
致
し
ま
し
た
事

に
就
て
は
、
萬
難
を
排
し
ま
し
て
、
之
が
改
善
を
企
て
、
率
先
し
て
船
室
の
設

備
を
致
し
ま
し
た
事
は
、
旣
に
皆
様
の
御
承
知
の
通
り
で
御
座
い
ま
す
、
此
の

如
く
我
が
國
の
水
産
業
の
發
達
と
漁
友
諸
君
の
福
祉
增
進
と
に
就
き
ま
し
て
は
、

私
は
常
に
苦
心
し
又
最
善
の
努
力
を
怠
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
関
連
文
書
か
ら
、
初
期
の

原
の
事
業
計
画
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
ち
な
み

に
原
は
何
度
か
新
た
な
事
業
計
画
書
を
作
成
し
て
い
る
た
め
に
、
原
の
事
業
計

画
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
た
め
の
比
較
材
料
と
し

て
、
本
稿
で
紹
介
す
る
資
料
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
原
は
起
業
資
金
と
し
て
一
〇
〇
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。
そ
し
て
収
支
に

関
し
て
は
、
収
入
が
一
年
で
一
五
九
万
円
、
支
出
が
一
一
〇
万
円
、
差
引
約

四
八
万
円
の
利
益
を
見
込
ん
で
い
た
。
こ
の
利
益
は
一
隻
あ
た
り
に
換
算
す
る

と
、
日
本
で
の
優
良
船
の
約
二
倍
、
普
通
漁
船
の
約
四
倍
に
相
当
す
る
と
い
う
。

　
ま
た
原
は
、
こ
の
事
業
に
お
い
て
八
〇
〇
人
の
従
業
員
を
雇
用
す
る
計
画
を

た
て
て
い
た
。
そ
の
内
訳
は
、
漁
師
五
五
〇
人
、
鰹
節
製
造
人
一
五
〇
人
、
餌

漁
五
〇
人
、
そ
の
他
五
〇
人
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
員
を
確
保
す
る
た
め
の
広

報
ツ
ー
ル
が
、
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
八
年
の
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
で
示
さ
れ
た
事
業
計
画
は
、
原
が

出
し
た
事
業
計
画
の
中
で
は
中
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
分
か
り
安
く
従
業
員
数

だ
け
で
比
較
し
て
み
る
と
、
一
九
三
〇
年
に
外
務
省
に
提
出
し
た
目
論
見
書
の

中
で
は
、
漁
師
数
は
三
〇
〇
人
と
約
半
減
し
て
い
る
一
三

。
そ
の
後
一
九
三
三
年

三
月
に
南
洋
庁
に
提
出
し
た
事
業
計
画
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
提
示

さ
れ
て
い
る
雇
入
漁
師
数
は
、
な
ん
と
七
千
人
と
な
っ
て
い
る
一
四

。
こ
の
時
期

原
は
、
す
で
に
ア
ン
ボ
ン
に
移
動
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
漁
獲

高
の
多
さ
が
、
巨
大
な
事
業
計
画
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
は
同

年
の
八
月
に
マ
ラ
リ
ア
に
罹
っ
て
、
ア
ン
ボ
ン
で
衆
議
院
議
員
在
任
中
に
客
死

一
三
　JA
C
A
R

︵
ア
ジ
ア
歴
史
資
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セ
ン
タ
ー
︶R
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09042213000
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雑
件�

南
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係
︵
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沿
岸
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含
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︶
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�(����������B���

︶︵
外
務
省
外
交
史
料
館
︶
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一
四
　
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
翻
刻
し
た
も
の
が
あ
る
。
拙
稿
﹁
原
耕
関
連
文
書
︵
一
︶

−
南
洋
庁
か
ら
の
委
嘱
文
書
と
そ
の
報
告
書
︵
そ
の
一
︶
﹂﹃
商
経
論
叢
﹄
第
六
十
三
号
︵
二
〇
一
二
年
︶

お
よ
び
、
拙
稿
﹁
原
耕
関
連
文
書
︵
一
︶

−

南
洋
庁
か
ら
の
委
嘱
文
書
と
そ
の
報
告
書
︵
そ
の
二
︶
﹂

﹃
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
﹄
第
六
十
三
号
︵
二
〇
一
二
年
︶
を
参
照
の
こ
と
。

し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
事
業
計
画
の
変
遷
を
分
析
し
て
い
く
上
で
も
、
﹃
南
洋
漁
業
株
式

會
社
﹄
関
連
文
書
は
必
須
の
資
料
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
本
資
料
の
翻
刻
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
鮫
島
昭
一
氏
お
よ
び
原
拓

氏
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
。

　

文

一

に

　
此
度
愈
々
南
洋
漁
業
株
式
會
社
が
設
立
せ
ら
る
ゝ
事
と
な
り
ま
し
た
。
斯
く

し
て
多
年
待
望
せ
ら
れ
た
南
洋
の
寶
庫
を
開
き
、
無
盡
藏
な
る
南
洋
の
新
漁
場

に
於
て
、
之
が
富
源
を
開
拓
し
、
以
つ
て
我
が
國
運
の
隆
盛
を
期
す
る
こ
と
が

出
來
ま
す
。
就
て
は
此
の
勇
壯
な
る
南
洋
遠
征
の
首
途
に
當
た
り
ま
し
て
、
一

言
皆
様
に
御
挨
拶
を
申
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
顧
み
れ
ば
、
我
が
國
の
現
狀
は
、
政
治
上
か
ら
見
ま
し
て
も
、
又
經
濟
上
か

ら
観
察
致
し
ま
し
て
も
、
全
く
行
詰
ま
り
の
狀
態
と
な
つ
て
居
り
ま
す
。
其
の

結
果
と
し
て
、
思
想
方
面
に
於
て
も
亦
憂
慮
す
べ
き
点
が
增
加
し
て
參
り
ま
し

た
。
即
ち
我
が
國
の
現
狀
は
幾
多
の
國
難
に
際
會
し
て
居
る
譯
で
御
座
い
ま
す
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
徒
ら
に
泰
平
の
夢
に
耽
り
、
安
閑
と
し
て
居
る
こ
と
の
出
來

る
場
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
然
ら
ば
如
何
に
し
て
、
此
の
難
局
を
切
り
抜
け
て
行
く
か
と
申
し
ま
す
れ
ば
、

そ
れ
は
全
國
民
の
協
力
一
致
の
力
と
熱
誠
な
る
愛
國
心
と
に
頼
る
の
外
は
御
座

い
ま
せ
ん
。
即
ち
國
民
各
人
が
、
勤
勉
努
力
致
し
ま
し
て
、
擧
國
一
致
、
國
力

の
充
實
と
國
富
の
增
進
と
を
計
る
こ
と
が
、
最
も
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

　
就
中
最
も
必
要
と
な
る
こ
と
は
、
國
民
の
海
外
發
展
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
我
が
國
の
面
積
は
極
め
て
狭
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
八
千
餘
萬
と
云
ふ
多
數
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に
寄
贈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
発
見
﹂
は
、
地
元
の
﹃
南
日
本
新
聞
﹄
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
〇

。
今
回
、
小
冊
子
二
冊
の
翻
刻
に
つ
い
て
も
、
鮫
島
氏

か
ら
ご
快
諾
を
い
た
だ
け
た
。

　
南
洋
漁
業
三
部
作
の
な
か
で
も
、
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
は
異
彩
を

放
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
南
洋
漁
業
三
部
作
の
う
ち
、
こ
の
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸

君
に
訴
ふ
﹄
の
み
が
、
全
国
の
漁
業
者
に
向
け
て
、
原
が
直
接
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に

訴
ふ
﹄
を
見
た
場
合
、
特
徴
的
な
点
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
す
べ
て
の
漢
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
翻
刻
資

料
で
は
ル
ビ
は
省
略
し
て
い
る
︶
。
原
は
、
漁
師
が
直
接
手
に
と
っ
て
読
む
こ

と
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
南
洋
で
の
業
務
内
容
お
よ
び
俸
給
額
を
明
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

同
時
に
病
気
の
治
療
費
を
無
料
と
す
る
こ
と
や
、
病
気
療
養
の
た
め
の
帰
国
費

用
支
給
な
ど
、
漁
業
者
が
不
安
に
思
う
福
利
厚
生
に
つ
い
て
も
明
記
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
南
洋
に
向
か
う
漁
師
た
ち
の
不
安
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
原
は
腕
の
良
い
医
者
で
あ
っ
た
た
め
に
、

病
気
治
療
は
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
六
ヶ
月
ご
と
に
、
無
料
で
日

本
に
帰
国
す
る
権
利
を
得
て
、
一
週
間
︵
往
復
日
数
を
除
く
︶
休
暇
を
得
る
権

利
が
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
漁
師
の
持
ち
物
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
荷
物

を
制
限
す
る
こ
と
と
、
入
国
時
の
身
な
り
を
整
え
る
と
い
う
二
つ
の
目
的
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
バ
コ
に
つ
い
て
も
、
南
洋
で
手
に
入
る
タ
バ

コ
の
種
類
に
言
及
す
る
な
ど
、
常
に
、
漁
師
と
接
し
て
い
た
原
な
ら
で
は
の
気

遣
い
が
伺
え
る
。

一
〇
　
﹃
鹿
児
島
新
聞
﹄
︵
二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
一
日
十
五
面
︶
。
記
事
の
見
出
し
は
﹁
原
耕
の
貴

重
資
料
発
見
　
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
、
小
冊
子
二
冊
、
南
洋
へ
の
構
想
知
る
中
身
﹂
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
漁
師
た
ち
に
提
示
し
た
そ
の
事
業
計
画
で
あ
る
。
原
は
、
も
と
も

と
鰹
を
獲
っ
て
、
鰹
節
を
製
造
す
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第

一
次
南
洋
漁
場
開
拓
事
業
で
、
原
が
拠
点
と
決
め
た
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
ア
ン
ボ

ン
近
海
で
鮪
が
多
く
獲
れ
る
こ
と
に
気
付
い
た
原
は
、
鰹
節
製
造
だ
け
で
は
な

く
、
欧
米
へ
の
缶
詰
輸
出
も
そ
の
事
業
計
画
の
な
か
に
含
め
て
い
る
。
﹃
敢
へ

て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
に
は
、
す
で
に
﹁
シ
ー
チ
キ
ン
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場

し
て
い
る
。
南
洋
最
大
の
水
産
会
社
で
あ
る
南
興
水
産
が
ア
メ
リ
カ
向
け
に
鮪

油
漬
缶
詰
を
輸
出
し
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
一
一

。
原
が

欧
米
向
け
の
缶
詰
輸
出
を
考
え
て
い
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
も
十
二
年
前
の
こ
と

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
の
構
想
が
先
進
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
一
二

。

　
第
五
に
、
事
業
計
画
の
な
か
で
、
鰹
節
製
造
お
よ
び
缶
詰
製
造
の
際
に
出
る

残
余
部
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
原
は
そ
の
小
冊
子
の
中

で
、
羊
の
飼
料
と
し
て
利
用
し
、
こ
れ
も
世
界
に
向
け
て
輸
出
す
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。

　
第
六
に
、
将
来
的
な
事
業
計
画
で
あ
る
。
当
初
は
鰹
漁
お
よ
び
鮪
漁
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
が
、
将
来
的
に
は
鰤
漁
、
そ
し
て
鯛
網
ト
ロ
ー
ル
事
業
と
事
業
拡

大
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
原
は
南
洋
に
て
、
水
産
の
一
大
拠
点
を
築

く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。

　
次
ぎ
に
、
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
関
連
文
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
次

南
洋
漁
場
開
拓
事
業
を
終
え
た
原
は
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
ア
ン
ボ
ン
に
て
大
規

模
な
漁
業
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
衆
議
院
議
員
に
当
選
後
、
大

規
模
資
本
に
も
出
資
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
自
身
の
事
業
計
画
を
明
ら
か
に
す

一
一
　
川
上
善
九
郎
﹃
南
興
水
産
の
足
跡
﹄
︵
南
水
会
、
一
九
九
四
年
︶
百
四
十
二
頁
。

一
二
　
原
は
医
務
官
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
領
事
館
に
勤
務
し
た
経
験
を
も
つ
。
そ
の
際
に
、
サ
ー

モ
ン
や
ニ
シ
ン
の
缶
詰
工
場
が
建
ち
並
ぶ
カ
ナ
ダ
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ス
ト
ン
を
視
察
し
た
。
こ
う
し

た
視
察
に
よ
り
、
欧
米
向
け
の
缶
詰
輸
出
事
業
な
ど
を
思
い
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
海
耕
記
　
原
耕
が
鰹
群
に
翔
け
た
夢
﹂
第
十
一
回
﹃
南
日
本
新
聞
﹄

︵
二
〇
一
二
年
七
月
十
三
日
十
三
面
︶
を
参
照
の
こ
と
。
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に
寄
贈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
発
見
﹂
は
、
地
元
の
﹃
南
日
本
新
聞
﹄
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
〇

。
今
回
、
小
冊
子
二
冊
の
翻
刻
に
つ
い
て
も
、
鮫
島
氏

か
ら
ご
快
諾
を
い
た
だ
け
た
。

　
南
洋
漁
業
三
部
作
の
な
か
で
も
、
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
は
異
彩
を

放
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
南
洋
漁
業
三
部
作
の
う
ち
、
こ
の
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸

君
に
訴
ふ
﹄
の
み
が
、
全
国
の
漁
業
者
に
向
け
て
、
原
が
直
接
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に

訴
ふ
﹄
を
見
た
場
合
、
特
徴
的
な
点
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
す
べ
て
の
漢
字
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
翻
刻
資

料
で
は
ル
ビ
は
省
略
し
て
い
る
︶
。
原
は
、
漁
師
が
直
接
手
に
と
っ
て
読
む
こ

と
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
南
洋
で
の
業
務
内
容
お
よ
び
俸
給
額
を
明
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

同
時
に
病
気
の
治
療
費
を
無
料
と
す
る
こ
と
や
、
病
気
療
養
の
た
め
の
帰
国
費

用
支
給
な
ど
、
漁
業
者
が
不
安
に
思
う
福
利
厚
生
に
つ
い
て
も
明
記
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
南
洋
に
向
か
う
漁
師
た
ち
の
不
安
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
原
は
腕
の
良
い
医
者
で
あ
っ
た
た
め
に
、

病
気
治
療
は
無
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
六
ヶ
月
ご
と
に
、
無
料
で
日

本
に
帰
国
す
る
権
利
を
得
て
、
一
週
間
︵
往
復
日
数
を
除
く
︶
休
暇
を
得
る
権

利
が
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
漁
師
の
持
ち
物
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
荷
物

を
制
限
す
る
こ
と
と
、
入
国
時
の
身
な
り
を
整
え
る
と
い
う
二
つ
の
目
的
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
バ
コ
に
つ
い
て
も
、
南
洋
で
手
に
入
る
タ
バ

コ
の
種
類
に
言
及
す
る
な
ど
、
常
に
、
漁
師
と
接
し
て
い
た
原
な
ら
で
は
の
気

遣
い
が
伺
え
る
。

一
〇
　
﹃
鹿
児
島
新
聞
﹄
︵
二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
一
日
十
五
面
︶
。
記
事
の
見
出
し
は
﹁
原
耕
の
貴

重
資
料
発
見
　
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
、
小
冊
子
二
冊
、
南
洋
へ
の
構
想
知
る
中
身
﹂
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
漁
師
た
ち
に
提
示
し
た
そ
の
事
業
計
画
で
あ
る
。
原
は
、
も
と
も

と
鰹
を
獲
っ
て
、
鰹
節
を
製
造
す
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
第

一
次
南
洋
漁
場
開
拓
事
業
で
、
原
が
拠
点
と
決
め
た
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
ア
ン
ボ

ン
近
海
で
鮪
が
多
く
獲
れ
る
こ
と
に
気
付
い
た
原
は
、
鰹
節
製
造
だ
け
で
は
な

く
、
欧
米
へ
の
缶
詰
輸
出
も
そ
の
事
業
計
画
の
な
か
に
含
め
て
い
る
。
﹃
敢
へ

て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
に
は
、
す
で
に
﹁
シ
ー
チ
キ
ン
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場

し
て
い
る
。
南
洋
最
大
の
水
産
会
社
で
あ
る
南
興
水
産
が
ア
メ
リ
カ
向
け
に
鮪

油
漬
缶
詰
を
輸
出
し
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
一
一

。
原
が

欧
米
向
け
の
缶
詰
輸
出
を
考
え
て
い
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
も
十
二
年
前
の
こ
と

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
の
構
想
が
先
進
的
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
一
二

。

　
第
五
に
、
事
業
計
画
の
な
か
で
、
鰹
節
製
造
お
よ
び
缶
詰
製
造
の
際
に
出
る

残
余
部
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
原
は
そ
の
小
冊
子
の
中

で
、
羊
の
飼
料
と
し
て
利
用
し
、
こ
れ
も
世
界
に
向
け
て
輸
出
す
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。

　
第
六
に
、
将
来
的
な
事
業
計
画
で
あ
る
。
当
初
は
鰹
漁
お
よ
び
鮪
漁
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
が
、
将
来
的
に
は
鰤
漁
、
そ
し
て
鯛
網
ト
ロ
ー
ル
事
業
と
事
業
拡

大
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
原
は
南
洋
に
て
、
水
産
の
一
大
拠
点
を
築

く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。

　
次
ぎ
に
、
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
関
連
文
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
次

南
洋
漁
場
開
拓
事
業
を
終
え
た
原
は
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
ア
ン
ボ
ン
に
て
大
規

模
な
漁
業
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
衆
議
院
議
員
に
当
選
後
、
大

規
模
資
本
に
も
出
資
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
自
身
の
事
業
計
画
を
明
ら
か
に
す

一
一
　
川
上
善
九
郎
﹃
南
興
水
産
の
足
跡
﹄
︵
南
水
会
、
一
九
九
四
年
︶
百
四
十
二
頁
。

一
二
　
原
は
医
務
官
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
領
事
館
に
勤
務
し
た
経
験
を
も
つ
。
そ
の
際
に
、
サ
ー

モ
ン
や
ニ
シ
ン
の
缶
詰
工
場
が
建
ち
並
ぶ
カ
ナ
ダ
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ス
ト
ン
を
視
察
し
た
。
こ
う
し

た
視
察
に
よ
り
、
欧
米
向
け
の
缶
詰
輸
出
事
業
な
ど
を
思
い
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
海
耕
記
　
原
耕
が
鰹
群
に
翔
け
た
夢
﹂
第
十
一
回
﹃
南
日
本
新
聞
﹄

︵
二
〇
一
二
年
七
月
十
三
日
十
三
面
︶
を
参
照
の
こ
と
。

49 2017−82−

清
六
︵
日
露
漁
業
株
式
会
社
創
始
者
︶
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

時
の
参
加
者
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
が
、
松
江
春
次
と
植
木
憲

吉
で
あ
る
。
松
江
は
、
日
本
が
委
任
統
治
し
て
い
た
パ
ラ
オ
な
ど
の
南
洋
群
島

で
製
糖
業
を
行
っ
て
い
た
南
洋
興
発
の
社
長
で
、
後
に
南
洋
群
島
最
大
の
水
産

会
社
﹁
南
興
水
産
﹂
を
創
業
し
た
人
物
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
植
木
は
、
後
に

北
ボ
ル
ネ
オ
の
﹁
ボ
ル
ネ
オ
水
産
﹂
代
表
取
締
役
、
そ
し
て
日
本
水
産
株
式
会

社
社
長
に
な
っ
た
経
歴
を
持
つ
。
こ
う
し
た
人
物
の
目
が
、
こ
の
会
合
を
き
っ

か
け
に
し
て
、
南
洋
漁
業
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
席
上
、
山
本
農
相
は
﹁
南
洋
の
宝
庫
は
先
づ
漁
業
よ
り
開
発
す
る
か
順

序
で
あ
る
、
然
る
に
今
日
ま
で
之
が
等
閑
に
付
せ
ら
れ
た
る
は
、
そ
の
実
情
に

通
ず
る
者
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
斯
る
事
業
は
政
府
の
僅
少
な
る

経
費
を
以
て
し
て
は
如
何
と
も
な
し
難
く
、
是
非
共
民
間
有
力
者
の
発
奮
努
力

に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
幸
に
し
て
、
原
氏
は
南
洋
漁
業
の
体
験
を
有
し
自

ら
率
先
し
て
此
の
大
事
業
に
当
ら
れ
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
君
に
於

か
れ
て
も
御
後
援
を
希
望
す
る
︵
句
読
点
追
加
。
そ
れ
以
外
原
文
の
ま
ま
︶
六

﹂

と
あ
い
さ
つ
し
た
。
原
が
衆
議
院
議
員
の
地
位
を
利
用
し
て
、
農
林
大
臣
を
巻

き
込
ん
で
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
会
合
か
ら
約
三
ヶ
月
が
過
ぎ
た
翌
二
九
年
四
月
三
日
、
原
は
山

本
農
相
主
催
の
会
合
へ
の
答
礼
を
兼
ね
て
、
南
洋
漁
業
株
式
会
社
に
関
す
る
会

合
を
開
催
し
た
。
こ
の
会
合
に
も
政
官
財
の
要
人
ら
約
一
〇
〇
名
が
参
加
し
、

山
本
農
相
が
一
時
間
に
わ
た
っ
て
耕
の
南
洋
漁
業
開
拓
事
業
に
つ
い
て
の
演
説

を
行
っ
て
い
る
七

。

　
ま
た
原
の
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
農
林
省
の
新
造
試
験
船
﹁
白
鳳
丸
﹂

が
一
九
二
八
年
十
二
月
か
ら
二
十
九
年
三
月
ま
で
、
南
洋
漁
業
調
査
を
行
っ
て

六
　
同
上

七
　
﹃
鹿
児
島
新
聞
﹄
︵
一
九
二
九
年
四
月
七
日
三
面
︶
。

い
る
。
こ
の
時
の
﹁
白
鳳
丸
﹂
船
長
が
、
鹿
児
島
大
学
水
産
学
部
の
初
代
学
部

長
山
本
清
内
で
、
同
調
査
に
は
後
に
南
洋
漁
業
に
つ
い
て
多
く
の
論
考
を
執
筆

す
る
下
田
杢
一
も
参
加
し
て
い
た
。
﹁
白
鳳
丸
﹂
の
調
査
は
、
当
時
の
水
産
雑

誌
﹃
水
産
﹄
、
﹃
水
政
﹄
な
ど
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
、
南
洋
漁
業
へ
の
注
目
が
高

ま
る
契
機
に
も
な
っ
た
八

。

　
こ
の
時
期
、
原
は
政
官
財
に
だ
け
働
き
か
け
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
原
は
、

水
産
関
係
者
、
一
般
の
人
々
に
向
け
て
も
、
南
洋
漁
業
の
有
望
性
を
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
南
洋
漁
業
三
部
作
と
で
も
言
う
べ
き
小
冊
子
を
三

冊
発
行
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
﹃
南
洋
の
鰹
漁
業
に
就
て
﹄
﹃
南
洋
の
鰹
漁
業

︵
其
貳
︶
﹄
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
で
あ
る
。
こ
の
三
部
作
の
内
、
﹃
南
洋

の
鰹
漁
業
に
就
て
﹄
﹃
南
洋
の
鰹
漁
業
︵
其
貳
︶
﹄
は
東
京
海
洋
大
学
の
羽
原
文

庫
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、
現
在
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
稿
で
取
り
上
げ
る
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
は
こ
れ
ま
で
そ

の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
原
耕
の
業
績
を
紹
介
す
る
書
籍
の
中
で
、

内
容
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
全
内
容
は
不
明
で
あ
っ
た
九

。

と
こ
ろ
が
二
〇
一
五
年
に
な
っ
て
、N

PO

法
人
坊
津
や
ま
び
こ
会
の
鮫
島
昭
一

氏
の
も
と
に
、
今
回
本
稿
で
紹
介
す
る
二
冊
の
小
冊
子
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
小
冊
子
二
冊
は
、
原
の
親
戚
に
あ
た
る
故
長
井
正
維

旧
坊
津
町
長
の
ご
子
息
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
、
二
〇
一
二
年
頃
に
鮫
島
氏

八
　
下
田
杢
一
﹁
南
洋
鰹
鮪
漁
業
調
査
並
に
邦
人
漁
業
﹂
﹃
水
政
﹄
第
七
号
︵
一
九
三
〇
年
︶
。
北
川

令
三
︵
農
林
省
白
鳳
丸
事
務
長
︶
﹁
南
航
日
誌
　
ボ
ル
ネ
オ
島
の
西
の
海
﹂
﹃
水
産
﹄
第
十
八
巻
第

三
号
︵
一
九
三
〇
年
︶
。
原
耕
の
活
動
に
よ
り
、
政
治
家
だ
け
で
は
な
く
、
農
林
省
も
南
洋
漁
業
に

目
を
向
け
始
め
た
こ
と
が
伺
え
る
。

九
　
原
耕
作
成
の
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
に
訴
ふ
﹄
の
部
分
的
な
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
西
村

新
左
衛
門
、
松
下
兼
利
編
﹃
西
南
方
村
郷
土
史
﹄
︵
西
南
方
村
教
育
会
、
一
九
四
一
年
︶
、
岸
良
精

一
﹃
鰹
と
代
議
士

−

原
耕
の
南
洋
鰹
漁
業
探
検
記
﹄
︵
一
九
八
二
年
︶
で
あ
る
。
ち
な
み
に
両
書
の

引
用
部
分
は
、
枕
崎
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
﹃
枕
崎
市
誌
﹄
上
巻
︵
枕
崎
市
、
一
九
九
〇
年
︶
に
も

転
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
誌
が
発
行
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
に
は
、
す
で
に
﹃
敢
へ
て
漁
友

諸
君
に
訴
ふ
﹄
は
手
に
入
ら
な
い
幻
の
冊
子
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　 −97−



　 −81−

︻
資
料
︵
史
料
翻
刻
︶
︼

原
耕
関
連
文
書
︵
三
︶

　
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
へ
訴
ふ
﹄
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
関
連
文
書

福
田
　
忠
弘

　
　
　
　
一
　
序
並
び
に
解
題

　
　
　
　
二
　
︻
文
書
一
︼
﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
へ
訴
ふ
﹄

　
　
　
　
三
　
︻
文
書
二
︼
﹃
南
洋
漁
業
株
式
會
社
﹄
関
連
文
書

一　

に

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、﹃
敢
へ
て
漁
友
諸
君
へ
訴
ふ
﹄︵
文
書
１
︶
と
﹃
南

洋
漁
業
株
式
會
社
　
設
立
趣
意
書
︵
案
︶
　
起
業
目
論
見
書
︵
案
︶
　
定
款
︵
案
︶
﹄

︵
文
書
２
︶
の
二
つ
の
文
書
で
あ
る
。
両
文
書
は
、
戦
前
期
に
南
洋
一

で
行
わ
れ

た
日
本
人
に
よ
る
輸
出
商
品
型
漁
業
二

を
考
え
る
際
に
、
極
め
て
重
要
な
文
書

キ
ー
ワ
ー
ド
　
原
耕
　
南
洋
漁
場
開
拓
　
戦
前
期
邦
人
水
産
業
　
ア
ン
ボ

一
　
当
時
の
日
本
で
は
、
南
洋
群
島
の
こ
と
を
内
南
洋
、
そ
れ
以
外
の
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
や
パ
プ

ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
ま
で
の
広
大
な
地
域
を
外
南
洋
と
呼
ん
で
い
た
。
ま
た
、
両
地
域
を
あ
わ
せ
て

南
洋
や
南
方
と
い
っ
た
呼
称
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
本
論
文
で
は
、
南
洋
や
南
方
と
い
う
場
合
に
は
、

内
南
洋
と
外
南
洋
を
あ
わ
せ
た
意
味
に
使
う
。

二
　
戦
前
期
南
洋
の
日
本
人
漁
業
に
つ
い
て
先
駆
的
な
業
績
を
残
し
て
い
る
片
岡
千
賀
之
は
、
南
洋

漁
業
を
水
産
物
の
商
品
特
性
か
ら
、
鮮
魚
供
給
型
漁
業
と
輸
出
商
品
型
漁
業
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
漁
業
形
態
に
つ
い
て
片
岡
は
、
﹁
鮮
魚
供
給
型
漁
業
と
は
、
出
漁
地
の
住
民
や
日
本
人

移
住
者
に
鮮
魚
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
輸
出
商
品
型
漁
業
と
は
水
産
物
が
出
漁
地
で
消
費
さ

れ
ず
、
日
本
や
欧
米
諸
国
を
市
場
と
す
る
漁
業
で
あ
る
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。
片
岡
千
賀
之
、
﹃
南

洋
の
日
本
人
漁
業
﹄
︵
同
文
舘
出
版
、
一
九
九
一
年
︶
十
一
頁
。
当
時
、
南
洋
で
は
カ
ツ
オ
節
を
内

地
へ
、
缶
詰
を
欧
米
へ
と
輸
出
す
る
計
画
が
あ
り
、
鰹
漁
は
典
型
的
な
輸
出
商
品
型
漁
業
で
あ
る

と
言
え
る
。

で
あ
る
。

　
南
洋
の
水
産
資
源
の
豊
富
さ
は
、
す
で
に
大
正
時
代
か
ら
水
産
技
師
の
高
山

伊
太
郎
三

ら
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
商
業
操
業
を
成
功
さ
せ
た

の
は
、
原
耕
に
よ
る
も
の
が
最
初
で
あ
る
四

。
原
は
、
一
九
二
七
年
六
月
〜
十
一

月
ま
で
の
六
ヶ
月
間
、
内
南
洋
の
パ
ラ
オ
、
外
南
洋
の
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
海
域

︵
主
に
ス
ラ
ウ
ェ
シ
ュ
島
の
マ
ナ
ド
お
よ
び
ケ
マ
、
ア
ン
ボ
ン
島
︶
に
お
い
て
、

百
十
名
を
越
え
る
漁
師
を
二
隻
の
カ
ツ
オ
船
に
乗
せ
て
商
業
操
業
を
行
い
、
大

成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
一
般
的
に
、
原
耕
の
第
一
次
南
洋
漁

場
開
拓
事
業
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
第
一
次
南
洋
漁
場
開
拓
事
業
か
ら
帰
国
し
た
三
ヶ
月
後
、
原
は
一
九
二
八
年

二
月
に
行
わ
れ
た
第
十
六
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
鹿
児
島
一
区
か
ら
出
馬
し
て
、

初
当
選
を
果
た
し
た
。
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
原
は
、
自
ら
行
っ
た
南
洋
漁
場

開
拓
事
業
の
成
果
を
も
と
に
、
南
洋
漁
業
の
有
望
性
を
政
官
財
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
っ
た
。
同
年
十
二
月
二
十
二
日
、
農
林
大
臣
山
本
悌
二
郎
は
、
政
官
財
の

要
人
を
招
待
し
て
、
﹁
南
洋
漁
業
株
式
会
社
﹂
設
立
の
た
め
の
準
備
会
合
を
開

催
し
た
。
場
所
は
九
段
坂
上
の
農
林
大
臣
官
邸
︵
元
山
県
有
朋
の
私
邸
、
現
在

の
農
林
水
産
省
分
庁
舎
︶
で
あ
る
五

。

　
農
林
省
か
ら
は
政
務
次
官
東
武
、
参
与
官
砂
田
重
政
、
水
産
局
長
長
瀬
貞
一

が
参
加
し
て
い
る
。
財
界
か
ら
は
、
村
上
隆
吉
︵
農
商
務
省
時
代
の
水
産
局
長

を
経
て
、
帝
国
水
産
会
、
中
央
水
産
会
会
長
を
歴
任
︶
、
池
邊
龍
一
︵
東
洋
拓

殖
株
式
会
社
総
裁
︶
、
鈴
木
三
郎
助
︵
味
の
素
の
前
身
鈴
木
商
店
創
始
者
︶
、
堤

三
　
高
山
伊
太
郎
﹃
南
洋
之
水
産
﹄
︵
農
商
務
省
水
産
局
、
一
九
一
四
年
︶
。
こ
れ
は
水
産
技
師
が
現

地
視
察
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
書
籍
で
あ
り
、
商
業
操
業
が
行
わ
れ
た
訳
で
は
な
い
。

四
　
鰹
漁
に
必
須
と
な
る
餌
魚
の
大
量
確
保
に
成
功
し
た
の
は
、
確
認
で
き
る
限
り
、
原
耕
が
最
初

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
活
き
餌
確
保
か
ら
み
た
原
耕
の
第
一
次
南
洋
漁
場
開

拓
事
業
﹂
﹃
研
究
年
報
﹄
︵
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
地
域
研
究
所
︶
第
四
六
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
を

参
照
の
こ
と
。

五
　
﹃
鹿
児
島
新
聞
﹄
︵
一
九
二
八
年
十
二
月
二
十
七
日
三
面
︶
。
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